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     江 南 市 議 会 総 務 委 員 会 会 議 録      

       平成29年９月13日〔水曜日〕午前９時30分開議        

本日の会議に付した案件 

議案第40号 江南市市税条例の一部改正について 

議案第41号 江南市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の

提供に関する条例の一部改正について 

      のうち 

       総務部 

      の所管に属する事項 

議案第43号 平成29年度江南市一般会計補正予算（第４号） 

       第１条 歳入歳出予算の補正のうち 

        危機管理室 

        市長政策室 

        総務部 

        消防本部 

       の所管に属する歳入歳出 

       第４条 地方債の補正のうち 

        臨時財政対策債 

議案第46号 平成28年度江南市一般会計歳入歳出決算認定について 

       のうち 

        危機管理室 

        市長政策室 

        総務部 

        会計管理者の補助組織 

        消防本部 

       の所管に属する歳入歳出 

        監査委員事務局 

        議会事務局 

       の所管に属する歳出 
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行政視察について 

常任委員会の研修会について 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

出席委員（８名） 

 委 員 長  伊 藤 吉 弘 君    副委員長  中 野 裕 二 君 

 委  員  東   義 喜 君    委  員  古 田 みちよ 君 

 委  員  福 田 三千男 君    委  員  牧 野 圭 佑 君 

 委  員  稲 山 明 敏 君    委  員  尾 関   昭 君 

欠席委員（０名） 

委員外議員（１名） 

 議  員  河 合 正 猛 君 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

職務のため出席した事務局職員の職、氏名 

 事務局長  栗 本 浩 一 君    議事課長  石 黒 稔 通 君 

 主  査  岩 田 麻 里 君    主  事  徳 永 真 明 君 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

説明のため出席した者の職、氏名 

 市長              澤 田 和 延 君 

 

 危機管理室長兼防災安全課長兼防災センター所長 

                 郷 原 実智雄 君 

 市長政策室長          片 野 富 男 君 

 総務部長            村 井   篤 君 

 消防長             長谷川 久 昇 君 

 

 防災安全課主幹         松 本 幸 司 君 

 

 地方創生推進課長        坪 内 俊 宣 君 

 地方創生推進課副主幹      稲 波 克 純 君 

 地方創生推進課副主幹      矢 橋 尚 子 君 
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 秘書政策課長          松 本 朋 彦 君 

 秘書政策課主幹         河 田 正 広 君 

 秘書政策課副主幹        間 宮   徹 君 

 秘書政策課副主幹        田 中 元 規 君 

 秘書政策課主査         八 橋 直 純 君 

 秘書政策課主査         大 脇 宏 祐 君 

 

 行政経営課長          村 瀬 正 臣 君 

 行政経営課主幹         安 達 則 行 君 

 行政経営課副主幹        梶 田 博 志 君 

 行政経営課主査         山 口 尚 宏 君 

 

 税務課長            本 多 弘 樹 君 

 税務課主幹           須 賀 博 昭 君 

 税務課主査           三 浦 理 恵 君 

 税務課主査           前 田 昌 彦 君 

 税務課主査           高 田 昌 治 君 

 税務課主査           西 村 篤 士 君 

 

 収納課長            村 田 いづみ 君 

 収納課主幹           金 川 英 樹 君 

 収納課主査           近 藤 祥 之 君 

 収納課主査           横 井 貴 司 君 

 

 総務課長            古 田 義 幸 君 

 総務課主幹           浅 野 武 道 君 

 総務課副主幹          三 輪 崇 志 君 

 総務課主査           小 島 宏 征 君 

 総務課主査           中 山 享 哉 君 
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 会計管理者兼会計課長      中 村 信 子 君 

 会計課副主幹          春日井 真由美 君 

 

 監査委員事務局長        伊 藤 幸 実 君 

 

 総務予防課長          斉 木 寿 男 君 

 総務予防課統括幹        高 島 勝 則 君 

 総務予防課主幹         杉 本 恭 伸 君 

 総務予防課副主幹        日下部 匡 彦 君 

 総務予防課副主幹        山 本 育 男 君 

 

 消防署長            谷   宣 夫 君 

 消防署東分署長         森 山 和 人 君 

 消防署主幹           上 田 修 司 君 

 消防署主幹           花 木 康 裕 君 

 消防署主幹           黒 谷 高 夫 君 

 消防署副主幹          水 野 信 貴 君 

 消防署副主幹          雉 野 広 治 君 

 消防署主査           畑     毅 君 
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午前９時30分  開 会 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長  皆さんおそろいになりましたので、これより総務委員会を開催し

たいと思います。 

 大変厳しい残暑が続いております。クールビズも可といたしますので、適

宜上着を脱いでいただきたいと思います。 

 私は総務委員長として２回目でございます。非常にまだふなれでございま

すので、ここに見える委員の皆様、そして当局の皆様の御協力を賜りまして、

スムーズに進めていきたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 当局から挨拶をお願いいたします。 

○市長  皆さん、おはようございます。 

 去る８月31日に９月定例会が開会されまして以来、連日、終始慎重に御審

議を賜り、まことにありがとうございます。 

 本日、本委員会に付託されました諸案件は、いずれも市政進展の上重要な

案件でございます。何とぞ慎重に審査をいただきまして、適切なる御議決を

賜りますようお願い申し上げまして、御挨拶とさせていただきます。よろし

くお願いいたします。 

○委員長  ありがとうございました。 

 本日の委員会の日程ですが、付託されております議案第40号 江南市市税

条例の一部改正についてを初め４議案の審査をいたします。委員会の案件が

終わりましたら、委員協議会を開催いたします。 

 それでは、これより議事に入ります。 

 審査の順序については、付託順により行います。 

 委員会での発言については、会議規則第114条において、委員長の許可を

得た後でなければ発言することができないと規定されております。質疑・答

弁とも簡潔明瞭にお願いし、挙手の上、委員長の指名後に発言してくださる

よう、議事運営に御協力いただきますようお願い申し上げます。 

 また、委員外議員の発言については、会議規則第117条第２項において、

委員会は委員でない議員から発言の申し出があったときは、その許否を決め
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ると規定されております。このことから、所属の委員による質疑が尽きた後、

なお議案の審査上必要のある場合に限り、委員の皆様にお諮りをした上で発

言の許否を決めてまいりたいと考えております。 

 なお、主幹、副主幹の方は、それぞれ担当の議案のときに出席していただ

き、その間は退席いただいても結構でございます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  議案第40号 江南市市税条例の一部改正について 

 

○委員長  最初に、議案第40号 江南市市税条例の一部改正についてを議題

といたします。 

 それでは、当局から補足説明がございましたらお願いいたします。 

○税務課長  それでは、議案第40号につきまして御説明申し上げますので、

議案書の10ページをお願いしたいと思います。 

 議案第40号 江南市市税条例の一部改正についてでございます。 

 隣にございます11ページでございます。こちらには条例（案）を掲げてご

ざいます。 

 少し飛んでいただきまして、22ページから57ページにかけまして新旧対照

表を掲げてございます。 

 また、58ページから59、60ページには、市税条例改正（案）の概要を掲げ

てございます。 

 説明は以上でございます。なお、補足説明はございません。どうぞよろし

くお願いを申し上げます。 

○委員長  これより質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

○稲山委員  難しい内容に入る前に、語句の説明だけちょっとお聞きしたい

と思います。 

 まず59ページの地方税法等の改正を受け、控除対象配偶者を同一生計配偶

者に改めるというふうになっておりますけれど、この内容がどのように違う

のか。控除対象配偶者と同一生計配偶者とは何が違うのか、まずそれをお聞

きしたいと思います。 
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○税務課長  改正前の控除対象配偶者でございます。これは税法上の用語で

ございますけれども、納税義務者と生計を同一にする配偶者の方のうち、前

年のその方の合計所得金額が38万円以下の方、要は税法上の扶養に入ること

ができる方を控除対象配偶者とこれまでしておりました。 

 改正後につきましては、同じ定義の今の納税義務者と生計を一にする配偶

者のうち、合計所得金額が38万円以下の方については同一生計配偶者という

名前にかえまして、同一生計配偶者でございます。 

 控除対象配偶者は、実はなくならずにそのまま残るんですけれども、その

定義といたしまして、同一生計配偶者のうち、前年の合計所得が1,000万円

以下である納税義務者の配偶者、仮に配偶者の方が女性だといたしますと、

男性、旦那さんの合計所得が1,000万円以下の配偶者のことを控除対象配偶

者というふうに定義が変わったという内容になります。 

○稲山委員  そうすると、旦那さんの前年度の所得によって呼び名が変わっ

ただけであって、内容的には何ら変わってないということでよろしいんでし

ょうか。 

○税務課長  はい、そのとおりではございますが、概要のほうの59ページを

ちょっと見ていただきたいと思います。 

 条例上の定義はそういったことで変わりはありませんけれども、実は地方

税法上で少しこの配偶者の関係の制度が変わりまして、これまで、例えば配

偶者控除でございますけれども、38万円以下であれば控除に入れるよという

ことは先ほど申し上げたとおりでございますけれども、旦那さんの所得に応

じて段階が分けられてきたり、配偶者特別控除の枠が広がりましたけれども、

これもやはり御主人の所得に応じて細かく細分化されたということで、変更

前と変更後の表をちょっと掲げさせていただいたんですけれども、繰り返し

になりますが、条例上では内容としては変わっておりませんけれども、大き

く地方税法の配偶者に係る制度が変わったということで御理解をいただきた

いと思います。 

○稲山委員  大体の内容はわかりましたけれど、もう一点、ちょっとその配

偶者についてお聞きしたいんですけれど、よく固定資産税なんかは１月１日

だとか、軽自動車税は３月31日だとか、その時点での課税というのがあるん
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ですけれど、こういった配偶者というのか、お嫁さんをもらったり旦那さん

をもらったりということだと思うんですけど、時期というのはあるんですか。

いついつまでにとか、そういった時期的な話というのはあるんですか。 

○税務課長  これは前年度の12月31日現在の状況ということになります。 

 所得につきましては、１月１日から12月31日までの１年間での所得が38万

円以下かどうかということで判定をするものでございます。 

○稲山委員  極論すると、12月31日に婚姻届を出せば配偶者控除を受けられ

ると。それが１月１日になっちゃうと受けられないと、極論すればそういう

ことだということでよろしいですか。 

○税務課長  はい、そのとおりでございます。 

○稲山委員  わかりました。ありがとうございます。 

○東委員  全体、幾つかあるので、たまたま控除配偶者とか出ましたので、

先にそこから一緒に聞いたほうがいいかと思いましたけど、今、たまたま字

句の整理というのかよくわからんですけど、そういうふうに変更があったわ

けでありますけど、今ちょうどその説明の中にありました、納税義務者が

1,000万円以下の方が本来、控除対象になるよということで御説明があって、

ただその下にちょうど参考資料、この中に表が出ておるわけでありますけど、

この表の見方ですけど、これは多分地方税法の関係の表になるわけですけど、

例えばこの見方ですけど、上のほうが新しい制度の表、下が古いほうの制度

の表でありまして、ここで見ておると、先ほどの基本的には1,000万円まで

の方の配偶者の控除があるよということで、新しいのが、１つは大きな違い

はどこにあるかということがまず１点目ですね。何が一番大きく違うのかと

いうことと、それからこれを見ると納税義務者の所得階層によっても控除額

が違うような気がするわけですけど、それによって市に入る税収というんで

すかね、それが変化が起こるような気がするわけでありますけど、そういっ

た影響額とかいうのはわかるんでしょうか。 

○税務課長  まず最初の御質問で、大きく変わった点ということで、この表

を見ていただきたいんですけれども、まず配偶者控除のほうに、これまで、

下の表を見ていただきますと1,000万円を超えた方であっても配偶者の控除

はとれたんですけれども、今回は納税者本人、御主人であったり奥様であっ
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たりと、どちらかわかりませんけれども、その方の所得が1,000万円を超え

るともうとれませんよというのが１点でございます。 

 もう１点は、今委員さんからも御紹介がありましたけれども、旦那さんと

いいますか配偶者の方の所得に応じて金額が細分化されたと、以上２つが大

きな変更点であるというふうに考えております。 

 市への影響額ということでございますけれども、配偶者控除のほうは旦那

さんのほうの所得制限が加わったよということで、税金のほうは増収になっ

ていきます。こちらの金額が1,050万円ぐらいでございます。個人の市民税

で1,050万円です。今度、反対に配偶者の特別控除の幅が広がったこと、そ

れから細分化されたことによって、マイナスで3,700万円が見込まれます。

これはあくまでも平成28年度の決算ベースをもとに置いた数字ということで

御承知いただきたいと思いますけれども、差し引きいたしまして2,700万円

程度のマイナスになるんじゃないかなというふうに見込んでおるところでご

ざいます。 

○東委員  もう一回、前段の変化のところで、今までよく言われます配偶者

控除、103万円の壁といいましょうか、103万円を超えると配偶者特別控除が

丸々受けられないよということで、そこが一つの、配偶者側の所得をそこで

調整するというようなことをよく聞くわけでありますけど、この表を見てお

る限り、市民税の関係でよくわからなかったんですけど、所得税の場合103

万円というけど、それは基礎控除が38万円あって、給与所得控除65万円が最

低あるので、その合計で103万円と我々は聞いておるわけでありますけど、

それが今回、150万円と前に聞きましたけど、その上限が変わるよというこ

とになるわけですけど、その関係でいくと、この表の見方ですけど、例えば

現行の制度で、納税者本人が1,000万円以内までと1,000万円を超える場合が

分かれていましたね。下のほうが、1,000万円を超えても33万円の配偶者控

除はありますよという場合に、その一番上のほうに、所得という欄は、これ

は配偶者の所得が例えば38万円までならという理解でいいわけですよね。そ

の後、どんどん変わって40万円までなら同じように33万円まではオーケーよ

ということで、これは市民税の場合ですよね。 

 ずうっと右のほうへ行くと、そうすると単純に76万円までというのは、38
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万円に65万円足して141万円になるわけでありますけど、そこのところまで

はぎりぎり配偶者特別控除３万円が引けますよと、そういう理解でよろしい

ですかね。 

 上の段へ行きますと、これはまた納税者本人が大きく４つに分かれるわけ

でありますけど、所得の欄のところで見ると、ここも配偶者控除38万円とい

うのが最初に出てくるわけですけど、これをどんどん右へずうっと走ってい

くと、例えば最初のところ、85万円という言い方がしてあるのは、単純にこ

の65万円を足してここが150万円になるわけですけど、このラインがですね。

ここまでが丸々33万円受けられるよというように、ちょうど右の欄の90万円

のところも、これは155万円ですけど、155万円までは33万円、900万円まで

の人は受けられると、そういうこの表の理解ということですね。その右へど

んどん行って、一番最終は123万円ですから、65万円足すと188万円のところ

までの人は目いっぱい188万円あっても特別控除は３万円なり２万円なり１

万円の控除はできると、そういう差ということでよろしいわけですね。はい、

わかりました。 

 先ほどの影響額ですが、要は増収になる分というのは、市のほうにとって

増収という意味でしたから、この1,000万円を超えるところがなくなるから、

その分の33万円引けた人がなくなっちゃって、その分が増収という理解でい

いですか。 

 下のほう、現行は逆に言うと150万円までのところがふえてくるから、所

得が。それまでの人までが目いっぱい引けるよということになってくるので、

段階的に。その分で細かく計算をしていくと、マイナスの3,700万円ほどが

ここの分で影響があるよというところですかね。 

○税務課長  おっしゃるとおりでございます。 

○東委員  それで、その減収に対する何らかの財政的な補填というのは、こ

ういう場合というのはあるんでしょうか。 

○税務課長  こちらの補填につきましては、全額国費で補填をされるという

ふうに、今聞いております。 

 ただし、その制度につきましては、平成31年度までに明確にするというふ

うに聞いておりますので、まだ具体的な補填方法はわかっておりません。 
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○東委員  よく昔、減収補填、減税補填という補填の制度がありましたけど、

これは丸々全額見てくれるということになるんですか、国が。 

○税務課長  全額補填するというふうに聞いております。 

○東委員  ちょっとほかのところも幾つか新しく変わるところがあるのでお

聞きしますけど、もとへ戻って最初の税務概要でお聞きしますけど、まず最

初に改正の概要が大きく２番目があって、市民税関係があって、上場株式に

係る配当所得の申告に関する整備がされたということで、余り詳しくないの

でよくわからないんですけど、最下段に所得税とは異なる課税方法を選択で

きることを明確にするという表示があるんですけど、明確にということは、

もともとあったのをあえて確定したというようなこの表現の仕方ですけど、

もともとはどういう状況で、なぜこれが必要になったのかというのをちょっ

とお聞きしたいんですけど。 

○税務課長  今、概要のほうの58ページの２番の(1)、１つ目の丸の上場株

式等に係る配当の申告に関する規定の整備というところでございます。 

 今、委員さんおっしゃられたように、実は上場の株式に係る配当につきま

しては、例えば所得税で申告をして、でも住民税はやめておくよと、そうい

う課税方法を納税者の方が選択できるという制度はこれまでも実はあったん

ですけれども、どこにも規定がないということでわかりにくい制度だよとい

うことで、今回整理をしてわかりやすくしたというふうに聞いておるところ

でございます。 

 例えばということで、例を１つ挙げさせていただきますと、上場株式の配

当というのは受け取る際に国税が15％です。当分の間、復興の特別所得税と

いうのが0.315％つきますけど、ちょっと今は置いておきまして、国税15％、

地方税が５％ということで合計20％を引かれて受け取るという形になってお

ります。 

 例えば、所得税の税率が５％の方、10％の方、累進課税ですので最大45％

まであるかと思いますが、５％や10％の方が申告をいたしますと、15％引か

れておるよということは幾らか取り戻すことができます。そのために申告を

します。ただ、引きずられて住民税もそのままにしておくと、例えば誰かの

扶養に入っているのが切られてしまったり、国民健康保険税が高くなったり、
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後期高齢の保険料が高くなったりと、ちょっとそういったマイナスの部分も

ありますので、住民税は申告しませんよといったように納税者が有利な方法

を選べると。そういうことで、これも繰り返しになりますが、以前からそう

いう制度ではありましたけれども、今回、条文にうたいまして明らかにした

と、そういう内容のものでございます。 

○東委員  所得税とは異なる課税方法という言い方ですけど、今のように、

もともと源泉でぽんと取られちゃって、所得が少なければ申告して還付され

るよというふうになるわけですけど、例えばその場合だと、もし一番所得の

低いところでの５％税率で申告すると戻ってくるわけですけど、普通、確定

申告をすればそのまま住民税に連動しますよね。それは普通そのまま来るわ

けでしょう。例えばそれをやらずにおいた人の場合だと、所得税の申告しな

ければそのような還付はない。逆に、税率の高い人だと、本来源泉で引かれ

ておったら申告しなくてもよかったんでしたっけ。そういう選択はできたん

ですかね。その場合は、そのまま放置しておくと、例えば20％引かれて、

５％分の市民税を引かれてしまっておるわけですけど、税率の高いような人

が申告せずにおくと、低いままの税率で終わってしまっておる。その人が住

民税の関係でくると高い所得のままという形になって、それが今のような不

利益とは言わないにしても、負担がふえることがあり得るというようなこと

を防げるという意味ですか。 

○税務課長  そういうことですね。 

 課税方法というのは、今ちょっと説明が足りませんでしたけれども、20％

引かれて何もしないというのは、申告不要制度とか源泉分離課税といって、

これで終わりですよと。 

 もう一つ、お給料とかその他の所得と合算してやる方法は総合課税といい

ます。それから、また別の税率を使ってやるのを申告分離課税といって、大

きく３つあるかと思います。それを組み合わせを所得税と住民税を変えて本

人さんが有利なように選べると、そういう制度だというふうに御理解をいた

だきたいと思います。 

○東委員  なかなか御理解できんで申しわけないんやけど、今大きくいって

所得税の関係で、方式が３つありますが、それは選択できますよと。 
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 当然、申告すればそのまま連動しますよね、市県民税、市民税、連動して

くるわけ。どれかを選択、例えば、もともと源泉だけでいいわというふうに

しておいて、その場合でも、その人の所得情報というのは市には来るわけだ

ね、連絡は、基本的には。 

 その場合は、源泉だけで済ませてしまうような人がおった場合、そういう

人は基本的には、それもあえて御本人が申告しない限りは市はわからないと

いう範囲ですね、今は、現状は。それはそれで、所得税はそういうふうで今

そのままですわね。 

 それと異なる課税方法を選択できると明確にするという意味は、よくわか

らないんですけど、住民税の関係がね。それと何を違うことを選択できると

いうことなんですか。 

○税務課長  繰り返しになりますけれども、今、委員さんがおっしゃられた

ように、源泉分離課税、何もせずにほかっておけば20％引かれて終わりです

ので、それは国も市も一切関知せずに終わっていきます。 

 所得税の確定申告で、最初に申し上げたように５％の税率の方が、例えば

総合課税という方式で申告をします。そうすると、５％で計算されるもんで、

単純に計算しますと15％引かれていますので10％は取り戻せますよというの

が１つ、所得税で総合課税を選びました。 

 住民税に行きますと、おっしゃられるように連動します。ほかっておけば

連動しますけれども、何か一つ申告書で、私は住民税のほう、これは申告し

ませんよと意思表示をしていただきますと、先ほどの総合課税とは違った、

所得税とは違った課税方法を選びます。これはなぜかというと、これも説明

を申し上げたように、国保税だとか御自分が扶養から外れてしまったりとか、

後期高齢、介護保険、いろんな影響が大きいもんですから、これはもうやめ

ておくよという方が中にはいらっしゃると思います。 

 そういった意味で、所得税は総合課税、住民税はしませんという違った方

式というのを選択できるというのはその意味で御理解をいただきたいと思い

ます。 

○東委員  そうすると、今たまたま総合課税の例を出していただきました。

従来であれば、総合課税を本人さんが申告すれば、連動して市にも連絡が来
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ますよね。本人が申告しておれば。 

 それを、私は国税はそれをやったけど、所得税は。市県民税はそれはしま

せんと、そういうことが意思表示できると、そういう方式に変わるというこ

と。それが選択ができるという意味ですか。 

○税務課長  まさにおっしゃられたとおりで、新旧対照表など見ていただき

ますと、市民税の申告書を使って意思表示をした場合は、市のほうでそれに

見合った対応をすると、そういう内容になっておりますので、委員さんおっ

しゃるとおりの制度でございます。 

○東委員  それは住民税の申告書なんかに何か表示をするという項目ができ

るということなわけですかね。 

○税務課長  特にこの件に関して何か欄が１個設けられるというわけではな

くて、例えば、配当のところにゼロと書いていただくとか、自分は申告しま

せんとか、そういった表示をしていただけば対応するということでございま

す。 

○東委員  これは本会議で質疑のあった内容でありますけど、法人市民税の

税率の見直しがあって、これは前にも一遍あって、現在適用されておるか、

ことしから適用されておるかな、去年からか。 

○税務課長  前回、８％は平成26年の４月１日に５％から８％に消費税のほ

うはなっておりますけれども、少しずれまして平成26年の10月１日から始ま

る事業年度の法人から適用されておるというところでございます。 

○東委員  あのときの消費税が５％から８％に上がるということで、特に江

南市なんかでもそうだと思って、いろいろ議論があったんですけど、消費税

分が上乗せを当然されるわけでありますけど、地方交付税としては地方分で

消費税の分の財政的にはふえるわけですよね。 

 ところが、江南市のように多くの交付団体は、消費税分が上乗せされたと

しても結局交付税が削られて、市の財政としてはそんなに大きくならない。

ただし、不交付団体は丸々消費税分が地方の収入としてふえてくるから、そ

の辺の税収の格差をなくそうという理由だったと覚えがあるんですね。 

 今回も多分同じ事なんですよね。多分、８％から10％に変わるから、さら

に消費税の分で不交付団体はますますその恩恵を受けるけど、そうでない特
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に江南市のような交付団体はそんなに恩恵を受けないから、そのかわりに交

付税の原資をふやして手厚く配分すると、そういう建前でよかったですか。 

○税務課長  そのとおりでございますが、１点、法人市民税の税率が今回こ

のように引き下げられます。８％になったときも引き下げられますというこ

とでありますけれども、そもそも法人市民税の税率が下がれば、当然交付団

体、不交付団体関係なしに税収は当然減るということですね。 

 今、委員さんからもおっしゃられたように、消費税の交付金は交付・不交

付にかかわらずありますと。交付税の措置は、不交付の団体はもらえません

けど交付の団体にはいただけるということで、この辺を多分国のほうは狙っ

ていてといってはおかしいですけれども、法人がたくさんある裕福な市町村

からはその税収を取ってといっては語弊がありますけれども、そういうこと

で交付団体には交付税で戻ってくるよということがありますので、そこで財

政力の格差を狭めようと、そういう狙いがあるというふうに聞いておるとこ

ろでございます。 

○東委員  交付税がどれだけ入るかよくわからん、それはそのときの財政の

状況によるわけでありますけど、ただその大枠の計算としては、法人税率が

下がって、当然それは全国一律で下がるよと、地方税分がね。 

 その分が国へ行って交付税の原資になるよという建前で行くわけですけど、

だから当然、不交付団体に対しては一切それは取り上げられるだけというこ

とで、多くの不交付団体は異論がいっぱいあるわけですよね、この問題につ

いては。 

 ただし、江南市のように交付団体は、その減収になった分は当然穴埋めは

されるでしょうけどという言い方をされますけど、もともとが１に見るか満

たないかだもんで、１を超えるようなところになってしまえばふえるような

気もせんでもないんですけどね、消費税分がある程度。 

 でも、超えない限りは、常に１に見合うだけの交付税が来るだけの話であ

って、決してその分が豊かになるとはとても思えないんですけど、今の課長

さんの説明だと、そうではないと言い方ですけど、その辺がよくわからなか

ったんですけど。 

○税務課長  これも繰り返しですが、国のほうはその財政力、法人なんかの
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偏在、法人市民税の税収が多いところ、そういった偏在性をなくすよ、財政

力の格差を減らすよというのを狙いとしておりますので、委員がおっしゃる

ように、減らされた分よりたくさん江南市がいただければそれにこしたこと

はないとは思うんですけれども、やはり取られる市町村もあるよということ

を考慮に入れると、やはり取られっ放しといいますか、そういったところの

感情というか思いからすると、何もしていないとはいいませんが、江南市が

この制度の改正だけでプラスになるというのは、そうなればこしたことはあ

りませんけど、そういう制度ではないよということの認識でおります。 

○東委員  そういう制度ではないと、意味がなかなかよくわからないんです

けど、ただ、あのときもいろいろ格差が広がるよと話があって、今回の場合

は８％から10％に上がるということが想定される場合に、予定どおり行けば

上がるわけですよね。 

 だから平成31年の10月から10％に上がるという予定になっておるわけです

けど、そうなったときに全国でどれぐらいの差が生じるのというような推計

は出ておるんでしょうか。 

○税務課長  全国レベルのそういった増減については、ちょっと承知してお

りません。 

○東委員  今の話で、どうも議論がかみ合いませんでしたけど、地方消費税

はふえるでしょう。ふえても、結局は交付団体であればその分交付税が減る

だけの話であってというのが我々の思いなんですけどね。結局は、必要なお

金の範囲までしか来ないんじゃないのというのが交付税のシステムだと思っ

ておるんですけど、そういうことでいけば、地方税が取られても、結局とど

のつまりは事は同じじゃないかという話で、消費税がふえた分で幾ら交付税

の原資をふやしますと言われたって、法人割の分で取った分を別会計にして、

その分からちゃんと配分しますというなら、例えば、その分だけは上乗せだ

わねという気がせんでもないけど、トータルで交付税としてぽんとまとめて

来るだけであったら、結局は基準財政需要額に見てあるだけの分が計算され

るだけであってというふうにしか思えないんですけど、その辺はどうなんで

すか。 

○総務部長  今、委員がおっしゃるとおりだと思います。 
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 交付税制度だけで言えば、本会議でも答弁させていただいたように、法人

市民税の税率が下がった分は当然収入額のほうへ影響してきますので、その

分については交付税が１である限りは基準財政需要額と収入額との差分は来

ますね。 

 ただ、そのほかの制度として、今おっしゃられた８％から10％に消費税が

上がった分の地方消費税交付金についても、地方消費税交付金自体は増額と

いうふうで交付されてくる。しかしながら、それもまた基準財政収入額の中

に算入がされれば、不交付団体としては差し引き余り変わらないだろうと。 

 もう一つ、答弁させていただいたのは、県の法人事業税がまたもとに戻っ

て、これが市町村のほうへの交付金となると。それもまた交付税制度でいく

と算入されるのかどうか、その辺もあって、やっぱりトータル的なことでい

くと、交付団体である我々にとっては余りメリットがあるようには思えない。  

 今回の法人市民税の減となった分を、国が地方交付税の原資とするといっ

ても、現在のところ、交付税財源が不足をしておる状況がずうっと続いてお

る。そういったものが全てこの分で穴埋めされるとは保証はされていない。

ということは、結局今までの制度と、このいろんなもののパーセントの上下

だけがあって、不交付団体としては現状維持なのかなあということしか、現

状の情報からいくと、我々が推測できるのはそんなところかなあというふう

に考えています。 

○東委員  59ページの固定資産税関係で、新しく特例措置ができたと。わが

まち特例と書いてありますけど、例えば①で家庭的保育事業のような場合に、

課税標準となるべき価格の２分の１を課税標準、２分の１軽減できるという

ように書いてある。 

 次のページも、企業主導型保育事業で、これも読む限りは企業が主導する

ような保育事業をやった場合にも、これは限定ですけど例えば２分の１の課

税標準、あるいは３番目に緑地保全、あるいは緑化推進法人が設置するよう

な緑地の場合もこれを軽減があるということになっておる制度ができたわけ

ですけど、実際に江南市の場合、これに該当するような企業というのはある

もんなんでしょうか。あった場合に、もし影響があるとしたらどのぐらい影

響があるかということですよね。 
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○税務課長  今、概要のほう①番から③番の合わせて５つのわがまち特例に

つきましては、家庭保育などの関係は子育て支援課のほうにもちょっと確認

をしましたんですが、今のところ該当するような施設はないということでご

ざいます。 

○東委員  １番はない。 

○税務課長  １番、２番ですね。 

 ３番も、緑地保全緑化推進法人が設置する農地というか緑地ということで、

これも該当は今のところございませんので、また今後出てくるよということ

で御相談があれば、またいろいろ詰めてやっていきたいなというふうに思っ

ております。 

○東委員  １番、２番は子育て支援課のほうが把握をしておる範囲の部分で

ということで確認してもらって、③はよく江南市の場合は企業に対し、緑化

の確保という形で一定の水準に見合うだけの緑地を確保しましょうという形

で指導しますよね。ああいうものとは全くこれは関係ないんですか。よくわ

からんで聞くんだけど。 

○税務課長  この60ページの囲みの中に書かせていただいておりますけれど

も、緑地の設置管理について、一定の能力を有する民間団体等を市町村が指

定する制度ということ、それからもう一つ、その下に、市町村長の認定を受

けた設置管理計画に基づいてという２つ要件がございますので、恐らく該当

になる事前にはこういった相談があるかと思いますので、そういった指定さ

れれば該当になってくるというふうに認識をしております。 

○委員長  いいでしょうか。 

〔挙手する者なし〕 

○委員長  質疑も尽きたようでございますので、これをもって質疑を終結い

たします。 

 暫時休憩いたします。 

午前10時12分  休 憩 

午前10時12分  開 議 

○委員長  再開いたします。 

 発言をお願いします。 
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○東委員  先ほど、主には配偶者控除云々のところは、一応影響を受ける方

と受けない方もあるようなことで、どっちかというと市の減収ということは、

逆に言えば増収分というのは市民にとってはふえる分、減収分は市民にとっ

て減る分ということですから、影響はいろいろバランスがあるわけでありま

すけど、それがトータルして財政的な影響は国で補填されるという話であり

ましたけど、先ほどの法人市民税の税率のまた新たな２回目の引き下げで、

理由は消費税はまた８％から10％に上げるということだもんですから、消費

税が基本的には上がっていく。消費税が大きく、国の財政の根幹にもなるで

しょうし、地方にもそれが影響が出てくる。 

 多分、消費税そのものも交付税の原資になっていくわけですから、交付税

の中にもこの消費税が盛り込まれていくという形で、交付税でも地方にも振

り分けるよ、直接地方消費税分でも振り分けるという形で消費税を中心にど

んどん変わっていくような税制度になっていくわけですし、特に地方にとっ

てみれば、不交付団体であれば多分地方税が吸い上げられるだけと、吸い上

げられるといったら失礼かな、言い方は。取られるだけと。交付団体にして

みると、その分を結果的には国へ移管された分について、別にそれがそのま

ま何らかで補填されるわけでもない。結果的には、交付団体は、とどのつま

りは財政的には恩恵を受けないんじゃないかという思いがありますので、そ

ういったことが理由です。 

 ですから、今回ちょっと反対をしたいということです、大ざっぱに。 

○委員長  それでは、採決に入ります。 

 議案第40号を挙手により採決いたします。 

 本案を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長  挙手多数でございます。よって、本案は原案のとおり可決されま

した。 

──────────────────────────────────── 

  議案第41号 江南市行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特

定個人情報の提供に関する条例の一部改正について 
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        のうち 

         総務部 

        の所管に属する事項 

 

○委員長  続きまして、議案第41号に入っていきます。 

 江南市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部

改正についてのうち、総務部の所管に属する事項を議題といたします。 

 それでは、当局から補足説明がございましたらお願いいたします。 

○税務課長  それでは、議案書の61ページをお願いしたいと思います。 

 議案第41号 江南市行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関す

る条例の一部改正についてでございます。 

 このうち、税務課の所管の部分につきまして御説明申し上げます。 

 議案書の66ページへ飛んでいただきたいと思います。 

 新旧対照表が掲げてございます。中段にございます別表第２．第４条関係

でございます。こちらは真ん中の欄にございます事務におきまして、右の欄

に掲げる特定個人情報を利用することができる旨を規定した表でございます。 

 改訂の内容につきましては、76ページまで飛んでいただきたいと思います。 

 新旧対照表の旧のほうでございます。中段にございます35番の事務のほう

をごらんいただきたいと思います。 

 真ん中の欄にございます地方税の賦課徴収に関する事務におきまして利用

をいたします特定個人情報のうち、地方税関係情報、地方税の徴収に関する

情報の２つを削るものでございます。 

 内容といたしましては、以上でございます。 

 なお、補足説明はございません。どうぞよろしくお願いをいたします。 

○委員長  これより質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

○東委員  69ページが新のほうに来るわけで、76ページに旧があって、旧の

ほうのを見ていただきますと、説明があったように地方税関係情報と地方税
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の徴収に関する情報が削られて新のほうになって、なくなったやつが来ると

いうことになるわけですけど、今多分削られますというだけの話だったので、

要はその理由ですよね。なぜカットするかというところですよね。 

○税務課長  条例を制定いたしました際に、この表に入れていきます事務、

それから特定個人情報ということで、当時議論を行って入れてきたわけでご

ざいます。 

 そうした中で、今申し上げました35番の事務というのは地方税の賦課徴収

に関する事務ということで、特定個人情報にございます地方税関係の情報だ

とかその徴収に関する情報というのは当然使って、利用をするではなくて、

そもそもその賦課徴収に当然必要な事務ということでございますので、ここ

へ来ましてこの２つについてはここへ位置づける必要がないのではないかと、

そういう認識のもと、今回ほかの改正にあわせまして、字句といいますか規

定の整理をさせていただいたというものでございます。 

○東委員  マイナンバーができた当時、もともとは社会保障・税に関する個

人番号制度とかそんな名称で、保障関係だとか税関系をナンバー制度で行く

ということだったという覚えがあるんですけど、幾つかその事務を規定する

という形で大体健康福祉部関係の事務がほとんど全部書いてあるんですけど、

要は必要ないという意味なんでしょうかね。 

 本来なら、この条文にあるように賦課徴収に関する事務の関係を定めると

なっておるときに、わざわざ障害者関係だとか、生活保護関係情報だとか、

あるいは地方税関係は要らないよと。あともう国保へ飛んでしまえばいいと

いうことで、今の話、整理をしたというような言い方ですけど、これを規定

しなくてもナンバー制度の事務にかかわる関係の幾つかそういうことに対し

て、その保護していくような形で、もともと前提でつくられてきましたよね。

そのさまざまな情報がきちっと保護されなくちゃならないという前提のもと

であったんですけど、それとの関係でいって、ここをカットしてしまっても

問題ないということになるんでしょうか。 

○税務課長  そのとおりでございます。 

 一番最初に御説明申し上げましたとおり、この真ん中の事務に必要な事務

を進めるに当たって利用をすることができる特定個人情報ということでござ
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いますので、真ん中にございます地方税の賦課徴収の事務には当然地方税の

関係情報、徴収に関する情報というのは必要といいますか、利用するのでは

なくて、それ自体で賦課徴収を進めていくということでございますので、削

るというところに至ったものでございます。 

○東委員  ただ気になるのは、賦課徴収に関する事務という形に包含される

ところの部分を、税関係情報だとか地方税の徴収に関する情報というのがこ

こで消えてしまうわけですけどね、この条文からね。 

 そういう場合に、地方税関係情報だとか徴収に関する情報そのものを保護

していくような、忘れてしまっていかんですけど、あのときの保護をする規

定のやり方を。ここで消えてしまうじゃないですかね、ここから。そういう

ときに、そういうものが対象から外れてしまうというふうにならないんでし

ょうかね。その保護する規定の関係から削られてしまうと。地方税関係の情

報とか地方税の徴収に関する情報というのが削られてしまうと、どこにも出

てこなくなったら、この文言が。あのとき情報を何とか、ちょっと忘れまし

たけど、保護する形で規定がつくられましたよね。そこから外れてなくなっ

てしまうと、対象からなくなってしまうことにならないかと気になるんです

けどね。本来の守るべき情報の範疇から、その地方税関係の情報とか徴収に

関する情報というのが。そういうことは心配ないんでしょうか。 

○税務課長  ちょっと補足をさせていただきますと、この真ん中にあります

地方法云々の事務につきましては、この右側の情報を見ていただきますと、

障害者の関係、生活保護の関係ということで、実はこれは市民税の減免に関

する事務を想定しております。 

 そこにこの地方税関係情報、当然、税の関係、それから徴収の関係は減免

される方については当然もう既に折り込んで賦課をしておるんですけれども、

この障害者の情報だとか生活保護の情報をいただいて減免の事務を進めると

いうようなイメージを持っていただきたいんですけれども、そこに改めて地

方税の情報は必要ないというふうに思っていただければいいかなと思います。  

○東委員  それはよく理解できますよ。賦課徴収する際に、生活保護だとか

そういう情報も含めて、減免を規定するところの賦課をやるときの事務手続

だという話ですから、それには要らないよという言い方はそういうことなの
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かわかりませんけどね。 

 私が質問したのは、いろんなこういう条文そのものの、ちょっと名前を忘

れて申しわけないんですけど、あのときに広報でも発表されましたけど、そ

の保護規定というのか、そういうものをつくっていくという形でそれを守る

という条文がつくられて、そのときにいろんな項目が全部網羅されて、これ

はちゃんと管理していくから問題ありませんと。外へ漏れるものではありま

せんよというのが大きなマイナンバーをつくったときの情報漏えいをなくす

という前提になっていた。そういうときに、この部分が削られてしまうと、

そこから外れてしまって、それは心配ないのという意味の質問なんですけど

ね。 

○総務部長  そもそもこの条例というのが、行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律に定められたその事務以外で、市

町村が独自にその特定個人情報を扱う事務について規定したものがこの条例

でございます。 

 その中に、税務課が担当いたします賦課の部分の事務を独自に利用する事

務として１つ加え、そしてその事務を行うがために情報連携をする特定個人

情報を右の欄に載せておるということですね。 

 今、委員がおっしゃいますこの地方税関係情報をこの項目から除くことに

よって、それが保護されなくなるのではないかというお尋ねですね。という

ことではなくて、その情報連携をする情報を定めたものでありまして、その

保護をしていかないという意味ではないというふうに考えております。 

 つまり、この地方税の賦課徴収に係る情報については、今、多分委員がお

っしゃりたい何かで規定されておったねと言われる、その保護していくとい

うのはまた別で定めておりますけれども、情報連携をする特定個人情報はそ

もそも税務課においてはその部署で扱う個人情報でございますので、情報連

携という意味では、主幹課でございますのでそれは必要ないという規定であ

るというふうに理解しております。 

○委員長  ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  質疑も尽きたようでございますので、これをもって質疑を終結い
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たします。 

 暫時休憩いたします。 

午前10時27分  休 憩 

午前10時27分  開 議 

○委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議案第41号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されま

した。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  議案第43号 平成29年度江南市一般会計補正予算（第４号） 

         第１条 歳入歳出予算の補正のうち 

          危機管理室 

          市長政策室 

          総務部 

          消防本部 

         の所管に属する歳入歳出 

         第４条 地方債の補正のうち 

          臨時財政対策債 

 

○委員長  続きまして、議案第43号に移ります。 

 平成29年度江南市一般会計補正予算（第４号）、第１条 歳入歳出予算の

補正のうち、危機管理室、市長政策室、総務部、消防本部の所管に属する歳

入歳出、そして、第４条 地方債の補正のうち、臨時財政対策債を議題とい

たします。 

 なお、審査方法ですが、歳入歳出一括で各課ごとに審査したいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

 最初に、市長政策室秘書政策課について審査をいたします。 

 当局から補足説明がございましたらお願いいたします。 
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○秘書政策課長 それでは、最初に秘書政策課の所管につきまして御説明させ

ていただきます。 

 歳出でございます。 

 議案書の100ページ、101ページの最上段をお願いいたします。 

 ２款総務費、１項総務管理費、２目秘書政策費の人件費等でございます。

補足説明はございません。よろしくお願いいたします。 

○委員長  これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  質疑もないようでございますので、続きまして総務部行政経営課

について審査をいたします。 

 当局から補足説明がございましたら、お願いいたします。 

○行政経営課長  平成29年度江南市一般会計補正予算（第４号）の行政経営

課の所管につきまして、説明をさせていただきます。 

 議案書の94ページ、95ページをお願いいたします。 

 歳入でございます。 

 最上段の８款１項１目１節地方特例交付金でございます。 

 次にその下、９款１項１目１節地方交付税で普通交付税でございます。 

 はねていただきまして、96、97ページをお願いいたします。 

 17款繰入金、２項１目１節基金繰入金で、江南市財政調整基金繰入金でご

ざいます。 

 その下の18款１項１目繰越金、１節前年度繰越金でございます。 

 はねていただきまして、98、99ページをお願いいたします。 

 20款１項市債、５目１節臨時財政対策債でございます。 

 続きまして歳出でございます。 

 はねていただきまして100、101ページをお願いいたします。 

 最上段の２款総務費、１項総務管理費、３目行政経営費、補正予算額は４

億2,404万2,000円で、江南市財政調整基金の積立金でございます。 

 続きまして、別冊の平成29年度９月補正予算説明資料をお願いいたします。 

 説明資料の４ページをお願いいたします。 
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 一般財源調べでございますが、最上段の８款地方特例交付金、９款地方交

付税は普通交付税、17款繰入金は財政調整基金繰入金、18款繰越金は前年度

繰越金でございます。 

 最下段の20款市債は臨時財政対策債、以上でございます。 

 補足説明はございません。お願いいたします。 

○委員長  これより質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  質疑もないようでございますので、続いて総務課について審査を

いたします。 

 当局から補足説明がございましたらお願いいたします。 

○総務課長  総務課の所管につきまして、御説明させていただきます。 

 議案書の94ページ、95ページをお願いいたします。 

 最初に歳入でございます。 

 中段、13款国庫支出金、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金、説明欄、

社会保障・税番号制度システム整備費補助金201万4,000円の増額補正をお願

いするものでございます。 

 100ページ、101ページをお願いいたします。 

 歳出でございます。 

 ２款１項４目行政事務費、情報システム改修等事業で256万円の増額をお

願いするもので、日本年金機構との情報連携が開始されること及び他の自治

体との情報連携に必要なデータ形式が平成30年７月から変更されるため、既

存のシステムを改修するものでございます。 

 その下、公用車管理事業で103万4,000円の減額をお願いするもので、寄附

金を財源としました公用車購入の入札を実施し、執行額が確定したため執行

残額の減額補正をお願いするものでございます。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

○委員長  これより質疑を行います。 

○稲山委員  今、少し御説明がありましたけれど、情報システム改修等の事

業の256万円の、もう一度ちょっと詳しく内容を教えていただきたいと思い
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ます。 

○総務課長  先ほどもちょっとお話ししましたが、日本年金機構との情報連

携が平成30年３月から開始されます。 

 また、他の自治体との情報連携に必要な中間サーバーで保有するデータの

標準レイアウトが平成30年７月から変更されることに伴いまして、具体的に

国民健康保険システム、介護保険システム、児童扶養手当システム、個人住

民税システムなどの改修が必要となってまいりますので、その金額でござい

ます。 

○古田委員  公用車の運行管理事業の備品購入費のＰＨＶハイブリッド車２

台と伺っているんですけれども、まず入札は何社されたんでしょうか。 

○総務課長  ７社ございます。 

○古田委員  その中で、どこのメーカーを決められたんですか。入札業者。 

○総務課長  入札を実施しました結果、栗木自動車が最低でありましたので、

そちらのほうと契約をしております。 

○古田委員  最高と最低の金額を教えてください。 

○総務課長  最低金額ですが、消費税抜きで629万円です。最も高かった金

額が655万円です。 

○古田委員  車種は、ここでは言っちゃあいかんの、車の車種は。 

○総務課長  プリウスです。 

○古田委員  ＰＨＶのプリウスですか。それが２台ということをお聞きして

いますけど、大分値引いていただいたと聞いていますが、これは補助金が出

る部分と値引きの部分は振り分けるとわかりますか。 

○総務課長  補助金のほうですが、車が納車されました後に一般財団法人次

世代自動車振興センターのほうに補助金の申請をしてまいりまして、１台20

万円いただけますので、２台ですので40万円を申請してまいります。 

○古田委員  そうすると、また40万円入ってくるということですか。 

○総務課長  その予定でございます。 

○古田委員  じゃあその40万円の使い道は、何か考えられているんですか。 

○総務課長  そちらの40万円も含めてその財源としております。 

○古田委員  ひょっとしたら仮設トイレのほうに行くのかなあと思って。い
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や、いいです。 

 ２台ですけれども、今、車種を教えていただきましたけれども、色はどん

な色を決められたんでしょうか。 

○総務課長  黒色とシルバーを予定しております。 

○古田委員  太陽光なんかはついていませんよね。 

○総務課長  ついておりません。 

○古田委員  ついていませんね、値段が値段ですからね。 

 最後にですけど、いつ納車の予定でしょうか。 

○総務課長  ９月末を予定しておりまして、10月から使用する予定でござい

ます。 

○古田委員  わかりました。ありがとうございました。 

○東委員  さっきの、ちょっとごめんなさいね。 

 プログラムの改修のところですけど、よく見方がわからないので申しわけ

んだけど、財源のところですかね。この表示の仕方ですけど、補正前が127

万2,000円の10分の10で、今回それはそのままにプラスで321万円の３分の２

がこの財源201万4,000円という形でなるんですね、３分の２がね。 

 改修事業としては、その256万円というふうに表示があるんですけど、実

際その321万円の３分の２が財源として表示されるじゃないですかね。事業

としては、よくわからないので、321万円という対象事業の３分の２が財源

だという言い方をしますと、丸々あとの３分の１はどうなるかという話があ

るわけですけど、その辺のところの256万円との関係がよくわからないんで

すけど、どういう見方をするんですかね、こういう場合。 

○委員長  暫時休憩します。 

午前10時42分  休 憩 

午前10時42分  開 議 

○委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

○総務課長  こちらの補助金の金額ですけど、昨年、国のほうが平成28年度

の予算を繰り越した財源を平成29年度に補助金として交付されておりますの

で、国からの割り当ての金額ということになっております。 

○東委員  どういうふうに理解をしていいかということなんですけどね。 
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 特定財源を、順番に行くと、201万円4,000円を計算するのに事業費が302

万1,000円の３分の１という書き方じゃないですか。その見方ですよ。302万

1,000円の３分の２を見てありますよと。それが201万4,000円でしょう。こ

れは補正のふえた分ね。事業としては302万1,000円と見てあるように見える

わけですよね。この３分の２は国が出すよという言い方だから。あと３分の

１は市が持つのかと思ったんだけど、実際には、事業費としては256万円だ

もんで、丸々じゃあ、事業費との関係でどうなるのかという思いですけどね、

ここの256万円というのが、一体。 

○総務課長  当初の事業費が1,620万円ございまして、今回の追加で必要な

金額が298万円ほどです。それを含めて、今回、補助金としていただいてお

ります。 

○東委員  1,620万円とか298万円とか、どう関係あるの、よくわからんのや

けど、256万円と。だんだんと深みに入ってきておるような気がするけど。 

○委員長  暫時休憩します。 

午前10時45分  休 憩 

午前10時50分  開 議 

○委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 それでは、答弁をお願いします。 

○総務課長  302万1,000円というところだと思われますが、302万1,000円と

いうものは、国のほうから今回201万4,000円という補助金をいただけます。

そちらのほうが厚労省分ということでなっておりまして、厚労省のほうの補

助の割合は３分の２ということになっておりますので、そこから割り戻した

数字が302万1,000円ということになっております。 

 それから、もともと当初の予算のほうで1,620万円の予算が上がっており

まして、今回の補正予算額の256万円というのは、今回の標準レイアウトを

変更する分と、日本年金機構の関係で変更する分の金額と、それからもとも

との当初の改修の事業、合わせて補助金をいただいておりますので256万円

という金額になっております。 

○委員長  ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長  質疑も尽きたようでございますので、続きまして危機管理室防災

安全課について審査をいたします。 

 当局から補足説明がございましたらお願いいたします。 

○危機管理室長兼防災安全課長兼防災センター所長  それでは、防災安全課

所管について御説明させていただきます。 

 歳入につきましては、議案書の94ページ、95ページの下段に16款１項１目

１節総務管理費寄附金、寄附金（防災安全課分）、はねていただきまして96

ページ、97ページの中段に19款５項２目11節雑入、充電インフラ整備事業費

補助金を掲げております。 

 歳出につきましては、２枚はねていただきまして、100ページ、101ページ

の下段に２款１項５目防災安全費、防災力向上事業及び防災センター管理運

営事業を掲げております。内容につきましては、説明欄をごらんいただきま

すようお願いいたします。 

 補足して説明することはございません。御審議のほど、よろしくお願いを

いたします。 

○委員長  これより質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  質疑もないようでございますので、続いて消防本部、総務予防課

について審査をいたします。 

○消防長  済みません。御審議を賜ります前に、おわびを申し上げます。 

 補正予算の提案説明でも述べさせていただきましたが、今回の補正は、不

注意によります交通事故によるものでございます。このような交通事故が起

きましたことはまことに申しわけなく、心よりおわび申し上げます。まこと

に申しわけございませんでした。 

 改めまして、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○委員長  それでは、当局から補足説明がございましたらお願いします。 

○総務予防課長  それでは、総務予防課が所管いたします補正予算につきま

して御説明申し上げます。 

 歳入でございますが、議案書の96、97ページをお願いいたします。 
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 中段の19款諸収入、５項２目11節雑入、総務予防課で自動車損害共済災害

共済金でございます。 

 次に歳出でございますが、議案書の118、119ページをお願いいたします。 

 上段にあります９款１項消防費、１目総務予防費で、説明欄の消防車両整

備保全事業（非常備）でございます。 

 なお、補足説明はございません。よろしくお願いいたします。 

○委員長  これより質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

○稲山委員  事故を起こされたということで、誰でもあることですのでその

ことについては余り言いませんけれど、まず事故の内容と、起こされた場所

と、そのときの運転の内容、緊急出動中だったのか、どういったときに起こ

されたのか、まず最初にそれを１点お聞きしたいです。 

○総務予防課長  事故の内容でございますが、信号機つき交差点において左

折するときに、左側の後輪、フェンダーに道路上にあるガードパイプ、ガー

ドレールに接触して交通事故を起こしたものでございます。 

 それから、いつかと言われますと、実は６月４日が消防団の春季訓練がご

ざいまして、それに伴う出向の折に交通事故を起こしたものでございます。 

 場所は、飛高町地内の北部学校給食センターの南西の信号機つき交差点で

ございます。 

○稲山委員  そのときにガードパイプにということでありましたけれど、こ

の46万円が今回補正で上がっておるんですけれど、車両の損傷はどの部分が

損傷されたのかと、それともう一点、車が46万円もという言い方はおかしい

かもしれんですけれど、費用がかかる損傷を負っておるわけですから、ガー

ドパイプ自体も損傷を負っておるんじゃないかなと思うんですけれど、その

辺はいかがですか。 

○総務予防課長  まず損傷部分でございますが、先ほども述べさせていただ

きましたけれども、左後輪のフェンダー、ポンプ車ですのでフェンダーと、

あとタイヤ、ダブルタイヤなんですけれども、外側にあるタイヤにガードパ

イプが突き刺さった状態でタイヤは完全にバーストという形でございました。  

 それと、相手のガードパイプなんですけれども、現場を私も見に行かせて
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いただきましたけれども、なかなか頑丈でございまして、見に行ったら本当

に変形もしていなくてかすり傷というか、うちの車両の傷が多少ついたぐら

いで、それで市道ですので土木課のほうに確認をいたしましたところ、変形

がなければ塗料を消防のほうで塗ってくださいということで、消防のほうで

修理はしてきました。以上です。 

○稲山委員  ガードパイプのほうは、土木課のほうでペンキだけということ

で金銭的にはかからなかったということでありますけれど、タイヤに突き刺

さったということを今言われましたけれど、そのときというのは、これは非

常勤ですのでまず団員だと思いますけれど、どういった対応をされたのか。

事故を起こされたとき、１人で運転はされていないと思うんですけれど、多

分３人以上は乗っておられると思いますけれど、警察に電話するなりレッカ

ーで引っ張るなりいろいろな対応策が考えられると思うんですけど、その点

はすぐに団員としてどういった対応をされたのか。 

○総務予防課長  車両には５人乗っておりまして、そこに分団長もいました

ので、分団長からすぐに、消防の訓練に行く途中ですので消防にも電話し、

あとは消防団の幹部、団長にもお電話をし、私たちの幹部にもお電話をいた

だきました。 

 現場へすぐに私たちと団幹部が対応をしまして、車両はパイプが突き刺さ

っていた状況では、もうとれていた状態なんで、そこからまだフェンダーが

相当曲がっていますので、とにかく車両を移動させないかんということで、

車両に載っているバールで一応はフェンダーをこじあけるというか、上げま

して何とか車両を動かして、安全帯のところに移動させて、その時点で警察

にもすぐに電話して、警察が来るまで待機をして、団長と幹部と話し合いを

してそこで対応させていただきました。 

○稲山委員  訓練の途中で事故を起こされたということでありますけれど、

それで一応自損ということの中で、自損ですわね、これ。相手というか、人

は絡んでないということを聞いていますけれど、自損事故ということで警察

等も対応されたということでありますけれど、そういったときの対応は、常

勤の場合と違って非常勤の消防団員ですので、そういった連携といいますか、

もし自分たちが事故を起こしたときの対応というのを、やはりきちっとマニ
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ュアルをつくっていただいたほうがいいかなあと今思うわけです。 

 最近、職員さんの事故も多くなっているといったら語弊でありますけど、

時々ちょっと聞いておりますけれど、特に団員さんにつきましては、新旧変

わり目だとかいろいろな面もありますので、その点をもう一度ちょっと考え

ていただきたいということと、あと運転された方というのは、今のそのマニ

ュアルの中にでも、実際に少し取り組んでいただきたいなということもある

んですけれど、消防車を運転するのに免許を取って何年以上だとか、基本的

にはそういったマニュアルもつくっていったほうがいいんじゃないかなと思

うんだけど、今実際に運転されていた人は、年齢といいますか免許の取得後

といいますか、その辺の把握というのはされておりますか。 

○総務予防課長  今回の運転の方は、団員歴がもう11年目でございまして、

機関の班長も実はやってございまして、一応うちのほうの団員さんの機関員

の資格は普通免許取得２年以上の経験を有する者の方に機関員をやっていた

だくということにしておりますので、そういった注意喚起等々も消防団幹部

のほうからもそういったことはしていますので、よろしくお願いします。 

○稲山委員  起きたことですのであれですけれど、基本的に今どこの分団で

も一緒だと思いますけれど、本部車両以外の可搬積載車はマニュアル車であ

りますので、今新しい人というのは割とオートマチック専用の免許を取って

おったり、取られておっても乗ったことがないという団員さんもおられます

ので、その辺の指導といいますか、いろいろなやり方はあると思うんですけ

れど、その辺も一度考えていただいて、事故のないように対策を練っていた

だきたいと思います。以上です。 

○委員長  要望でいいですか。答弁は要りませんか。 

○稲山委員  はい、いいです。 

○委員長  わかりました。 

 ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  質疑も尽きたようでございますので、これをもって質疑を終結い

たします。 

 暫時休憩いたします。 
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午前11時03分  休 憩 

午前11時03分  開 議 

○委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議案第43号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されま

した。 

 暫時休憩いたします。 

午前11時04分  休 憩 

午前11時13分  開 議 

○委員長  それでは、おそろいになりましたので、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

──────────────────────────────────── 

  議案第46号 平成28年度江南市一般会計歳入歳出決算認定について 

         のうち 

          危機管理室 

          市長政策室 

          総務部 

          会計管理者の補助組織 

          消防本部 

         の所管に属する歳入歳出 

          監査委員事務局 

          議会事務局 

         の所管に属する歳出 

 

○委員長  続きまして、議案第46号 平成28年度江南市一般会計歳入歳出決

算認定についてのうち、危機管理室、市長政策室、総務部、会計管理者の補

助組織、消防本部の所管に属する歳入歳出、そして監査委員事務局、議会事

務局の所管に属する歳出を議題といたします。 
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 なお、審査方法ですが、歳入歳出一括で各課ごとに審査したいと思います

ので、よろしくお願いをいたします。 

 最初に、議会事務局議事課について審査をいたします。 

 当局から補足説明がございましたら、お願いいたします。 

○議事課長  それでは、議会事務局議事課の所管につきまして説明させてい

ただきます。 

 歳入はございませんので、歳出をお願いいたします。 

 決算書の歳入歳出決算事項別明細書の104ページ、105ページをお願いいた

します。 

 104ページ、105ページの上段から、はねていただきまして108ページ、109

ページの上段、総務費の前までの１款１項１目議会費でございます。 

 補足説明はございません。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長  これより質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  質疑もないようでございますので、続いて、危機管理室防災安全

課について審査をいたします。 

 それでは、当局から補足説明がございましたらお願いいたします。 

○危機管理室長兼防災安全課長兼防災センター所長  それでは、防災安全課

の所管につきまして御説明させていただきます。 

 平成28年度一般会計歳入歳出決算事項別明細書の70ページ、71ページをお

願いいたします。 

 最初に、歳入でございます。 

 中段、12款１項１目１節総務管理使用料のうち、備考欄、防災安全課、防

災センター目的外使用料（職員組合）でございます。 

 少しはねていただきまして、82ページ、83ページをお願いいたします。 

 最上段、13款４項１目１節総務管理費交付金のうち、備考欄、防災安全課、

社会資本整備総合交付金（道路事業）でございます。 

 はねていただきまして、84ページ、85ページをお願いいたします。 

 上段、14款２項１目１節総務管理費補助金のうち、備考欄、防災安全課、
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元気な愛知の市町村づくり補助金、南海トラフ巨大地震等対策事業費補助金

でございます。 

 ２枚はねていただきまして、88ページ、89ページをお願いいたします。 

 下段、15款１項１目２節使用料及び賃借料のうち、備考欄、防災安全課、

防災センター自動販売機設置場所貸付収入でございます。 

 はねていただきまして、90ページ、91ページをお願いいたします。 

 最上段、２目１節利子及び配当金のうち、備考欄、防災安全課、江南市交

通安全事業基金利子でございます。 

 最下段、17款２項１目１節基金繰入金のうち、備考欄、防災安全課、江南

市ふるさと応援事業基金繰入金、はねていただきまして92ページ、93ページ、

最上段、備考欄、江南市交通安全事業基金繰入金でございます。 

 ２枚はねていただきまして、96ページ、97ページをお願いいたします。 

 最上段、19款５項２目12節雑入のうち、備考欄、防災安全課、放置自転車

等売却代ほか３件でございます。 

 続きまして、歳出でございます。 

 大きくはねていただきまして、136ページ、137ページをお願いいたします。 

 上段、２款１項５目防災安全費、備考欄の人件費等から、大きくはねてい

ただきまして、146ページ、147ページの最上段、備考欄、駐車場施設管理事

業まででございます。 

 大きくはねていただきまして、226ページ、227ページをお願いいたします。 

 中段、３款４項２目災害救助費、備考欄、災害救助事業、その下、３目被

災地支援費、備考欄、被災地支援事業でございます。 

 補足して説明することはございません。御審議のほど、よろしくお願いを

いたします。 

○委員長  これより質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

○古田委員  歳入の89ページの防災センターにつけられた自動販売機ですけ

れども、これは何年契約で、どういうふうになっていますか。 

○危機管理室長兼防災安全課長兼防災センター所長  実際、自動販売機は３

台設置しておりまして、２台につきましてはパブリック・ベンディング・サ
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ービスというところに平成26年４月１日から平成29年３月31日までの貸し付

けとしております。もう１台につきましては、コカコーライーストジャパン

株式会社に１台、これの貸付期間につきましては、平成27年４月１日から平

成29年３月31日までとしておるものでございます。 

○古田委員  一般質問でも、災害用の自動販売機の話が出たと思いますけれ

ども、契約が切れる時点でまたいろいろ検討していただきたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

○危機管理室長兼防災安全課長兼防災センター所長  平成29年３月31日で全

ての３つの自販機が貸付期間を満了いたしまして、新たな貸付契約を締結い

たしておる中、線路側からいいますと一番手前側の１台につきましてはカッ

プ式の自動販売機ですが、災害対応用になっておりません。 

○古田委員  何かちょっと答弁とかみ合わないですけど、災害対応の、今後

自動販売機に検討をしていただけないかという御質問をしたのですが、今後

です。 

○危機管理室長兼防災安全課長兼防災センター所長  前回の６月の定例会の

一般質問の折にも答弁させていただきましたが、今後、新規契約において、

自動販売機を設置する場合におきましては災害対応式のカップ式も含めて検

討してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いします。 

○古田委員  ありがとうございます。 

 続きまして、こちらの主要施策のほうもよろしいですか。 

○委員長  はい、いいです。 

○古田委員  80ページからの防災安全課に関することでございますけれども、

あんしん・安全ねっとメールサービス、これＰＲを行い加入者の増加に努め

たと書いてありますが、どのくらいふえたんでしょうか。どのくらいの方が、

今アクセス会員というか、もちろん議員さんたちは全員安心メールに加入だ

と思いますし、職員の方も加入されていると思いますけれども、市民の方は

どのくらい加入状況というのはわかりますか。 

○危機管理室長兼防災安全課長兼防災センター所長  今、ちょっと手元に資

料がございませんので、後ほど報告させていただきます。 

○古田委員  それでは、今、東南海地震が30年以内に来るということで、東
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日本が地震があって、また熊本に地震があって、本当に市民の方は忘れたこ

ろに災害がやってくるということで、また家具の転倒防止など見直しを図っ

ていると思うんですけれども、ここの主要施策を見ますと28件で16万9,000

円ということですけれども、今この家具転倒防止の補助金をやり始めてから

何年目になって、その推移はふえてきているのか減ってきているのか。あと

ちょっとＰＲ不足なのか、認識不足なのか。 

 家具転倒防止の補助金が、上げていただいたんですよね。5,000円から１

万円に増額をしていただいたにもかかわらず、こんな状態では、もうちょっ

とＰＲに努めていただかなきゃいけないかなあと思っているところですが、

同時に飛散防止フィルムについても、できるようになっていますので、その

点、家具転倒防止と飛散防止フィルムの内訳とか、そういうのもわかれば教

えていただきたいと思います。 

○危機管理室長兼防災安全課長兼防災センター所長  現在、手持ちの資料の

中で申し上げますと、昨年、家具の転倒防止の資機材等の整備費補助金につ

きましては、昨年は13件で４万3,800円ということでございましたが、実際

に各自主防災会の方々が公開で合同組連を実施するために、年度当初に各校

下で集まっていただいて、日程調整であったり自主防災会の資機材の調整で

あったり、家具の転倒防止のＰＲに努めておるところでございますが、実際、

平成28年で申し上げますと28件の方が申請を出されまして16万9,000円の補

助金の交付を受けておられるということで、徐々にですが少しふえていると

いう状況でございます。 

 また、先ほど申し上げた種別については整理したものを持ち合わせており

ませんので、申しわけございません。一度確認して報告させていただきます。  

○古田委員  ちなみに、平成28年が28件で、先ほど13件と言われたのが平成

27年。 

○危機管理室長兼防災安全課長兼防災センター所長  平成27年度が13件でご

ざいます。 

○古田委員  ちなみに、参考にお聞きしますけど、ことしはこの８月までで

どのくらいまで進んでいますか。 

○危機管理室長兼防災安全課長兼防災センター所長  済みません。手元に今
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資料を持ち合わせていませんので、後ほど、これもあわせて御報告させてい

ただきます。 

○古田委員  じゃあほかのことでお尋ねしたいと思いますが、86ページの交

通安全施設設置事業ですけれども、通学路のカラー舗装などは順次進めてい

っていただいているとは思いますけれども、反射鏡とかいろんな道路照明灯

とか、数はここで出ているんですけれども、地元から要請があってどのくら

いの執行率なのかお尋ねをいたします。反射鏡、道路照明灯などですね。 

 じゃあ大まかに50％ぐらい執行しているのか、30％ぐらいなのか、それと

も七、八十％やっているのか。 

○危機管理室長兼防災安全課長兼防災センター所長  平成29年度に入って、

実際に要望の箇所、当然、反射鏡にしても道路照明灯にしても、区画線等に

いたしましても、非常に多い件数の要望をいただいておりまして、区画線等

につきましては、当然、既成の停止線であったり、そういったものについて

は要望をいただいた折に月単位ぐらいで警察署のほうに要望しておるわけで

ございますが、実際にカーブミラーや照明灯につきましても、要望の件数は

非常に多い状況で、ちょっと手元にその数を掲げていないのでいけないんで

すけれども、実際に非常に多くの要望をいただいておるのは事実でございま

す。 

 そうした中で、実際に本年度も当然予算に限りはございますことから、状

況を見ながら重要度の高いところから優先的に実施していく予定をしており

ますので、よろしくお願いします。 

○委員長  要望の件数と実施の件数はわかりますか、今。 

○古田委員  今ちょっとわからないみたいなので、後でいいです。 

○委員長  それなら、後からまた。 

○古田委員  特に、私は危険な箇所と、それから通学路にかかわるところで、

先日もちょっと警察のほうにお願いする部分もあるんですけれども、横断歩

道が全く見えない箇所であるとか、子供たちが歩くところの白線がもう消え

かかっているところとか、そういう危険なところ、子供の通学路の命にかか

わることですので、そういうところを特に、予算の限りがあると思いますけ

れども、優先して執行していただきたいなということを思いますので、その
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点、よろしくお願いします。 

○委員長  答弁はいいですか。 

○古田委員  答弁はいいです。やってくださると思いますので。 

○委員長  わかりました。要望ということで、また後ほど数字のほうは、ま

た昼一番で結構ですのでお願いします。 

○福田委員  歳入の97ページ、上段、二酸化炭素排出抑制事業補助金という

のがあるんですけど、776万円。これというのは、どこから補助金が出て、

これは毎年毎年出ているのか、何に使うのかということをお聞きしたい。 

○危機管理室長兼防災安全課長兼防災センター所長  これにつきましては、

昨年度、道路照明灯を1,555基、ＬＥＤ化を実施いたしました。 

 そのＬＥＤ化をする事前調査といたしまして、その調査費に対しまして補

助金が一般社団法人環境技術普及促進協会から出ておりまして、その調査費

の補助金でございます。 

○福田委員  これは毎年毎年、期待できるものかね。 

○危機管理室長兼防災安全課長兼防災センター所長  これは平成28年に設置

する事前調査といたしまして、このＬＥＤ照明の導入調査として実施した事

業に対する補助でございまして、単年度の補助でございます。 

○牧野委員  決算書の141ページで、成果報告書の83ページの業務継続計画

策定事業の実施内容の作業内容と業務委託と分かれているんですが、今年度

中にこの計画書をつくり上げるということでいいですよね。決算とはちょっ

と関係ないが、関連で。 

○危機管理室長兼防災安全課長兼防災センター所長  平成28年、平成29年、

本年度末には策定を終了する予定でございます。 

○牧野委員  それで、作業内容の職員参集時間の調査というのはどんな状況

か。いろんな状況によってすごく変わると思いますが、洪水、大雨、地震に

対して、そこら辺のデータと、かなりできたんですか。 

○危機管理室長兼防災安全課長兼防災センター所長  こちらの江南市業務継

続計画につきましては、地震対策編といたしまして実施しておるものでござ

いまして、基本的に、参集時間につきましては当然距離によって職員の自宅

から、勤務時間内であれば問題ないんですが、勤務時間外の場合、要素と分
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けて実際に参集時間を算定いたしまして、それに基づきまして非常事態及び

非常時対応における応急業務と、通常業務のうち継続していかなきゃいけな

い業務に係るところの人員配置等の計画を策定するものでございます。 

○牧野委員  実際に大きな地震が起きたときに、もちろんマニュアルがない

とどうしようもないんですが、いろんな機器を使って安否確認と参集状況確

認ができる機器等も出ているんですが、そういった資材を購入するようなこ

とはこの計画書に入ってくるのか。また、それはどこか何か考えがあるのか、

ちょっとお聞きしたいんですが。 

○危機管理室長兼防災安全課長兼防災センター所長  現在、愛知県のほうで

総務省の消防庁から全額補助で国のパイロットというかモデル化的な事業と

いう形で、愛知県が防災システムと連携する市町版の防災システムというも

のを今県のほうでシステム開発を進めておる状況でございます。 

 一応、今年度中に完成の予定ではございますが、その中では避難所の管理

機能であったり、先ほど委員が言われるとおり、安否確認とかそういったも

の、避難所の実際管理機能であったり、あと備蓄の状況、各避難所にどれだ

けのものが搬入されて、今現在どれだけおると、そういったものと当然予測

的なもの、全ての情報のものを策定、開発を進めておる状況でございまして、

まだ実際には今愛知県内13の市町が検証団体ということで、きょう、ちょう

ど２回目の検証作業で私どもの職員が県庁のほうに行っておりますけれども、

状況を見まして既存の私どもの防災システムを一部持っておりますことから、

そういったところを踏まえて今後のシステム導入については検討していきた

いと考えております。 

○牧野委員  わかりました。期待して、また新しいシステム等入れながら、

立派なＢＣＰができることを期待しています。 

 その同じ決算書の141ページで、屋外拡声子局用バッテリー交換業務委託

料というのが載っていまして、これも成果報告書の84ページに載っているん

ですが、基地局１局と65局の屋外、これは何年ごとにかえなきゃならない。

これ１回目ですかね、バッテリーをかえたのは。 

○危機管理室長兼防災安全課長兼防災センター所長  こちらは平成28年度か

ら計画的にバッテリーの交換をしていくということで、物によってバッテリ
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ーの寿命は違うんですけれども、標準的には３年のものが多く、５年のもの

もありますし10年のものもございます。それを計画的に、災害とかそういっ

た場合に実際に動かないといった状態ではいけませんので、実際にバッテリ

ー等の保証年限に合わせて更新を進めていく形で実施を平成28年からいたし

たものでございます。 

○牧野委員  ということは、平成28年度から始まったんですが、この442万

8,000円というのは今後も毎年毎年、部分部分でかかっていくというふうに

見たほうがいいんですか。 

○危機管理室長兼防災安全課長兼防災センター所長  実際に、年度によって

交換を少しずつ、毎年差異はございますので、おおむね平均しますと300万

円から400万円ぐらいの間で毎年必要になってまいります。 

○牧野委員  わかりました。なかなか金がかかるということですね。 

 成果報告書の82ページで少し聞きたいんですが、防災行政無線維持管理事

業、ちょっと聞きましたら北朝鮮がミサイルを発射して10分ちょっとぐらい

でつくそうですが、Ｊアラートのタイムラグが20秒ほどあるというようなお

話を聞きましたが、何かそうしたもっと短いものに切りかえていくというお

話も聞いたんですが、これは決算とは関係ないんですが、今後その切りかえ

作業とか予算とかいうのは何かつかんでいらっしゃるんですか。 

○危機管理室長兼防災安全課長兼防災センター所長  こちらにつきましては、

国のほうから平成30年度までにＪアラートの新型受信機、先ほど牧野委員が

おっしゃられました20秒というものが２秒で自動起動するという新型の受信

機に切りかえなさいという指示がございまして、平成30年度に更新の作業を

する予定でございまして、平成31年度以降は新型受信機でないと受信ができ

ないと、そういう通知を８月にいただいて、来年度更新をしていきたいと考

えております。 

○牧野委員  費用負担というのは、何か来ているんですか。強制切りかえだ

と思いますが。 

○危機管理室長兼防災安全課長兼防災センター所長  これに係る地方債が対

象事業費に対して90％充当できまして、それの交付税算入率は、たしか70％

だと思います。 
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○牧野委員  70％の交付算入率で、90％の充当率だと。 

○危機管理室長兼防災安全課長兼防災センター所長  済みません、訂正いた

します。間違っていました。充当率が100％で、交付税算入率は70％でござ

います。失礼しました。 

○牧野委員  わかりました。結構です。 

○古田委員  82ページの防災行政無線のところで、３番目の今後の方向性・

課題の中で、聞きづらい、音が大きいなど防災行政無線に係る苦情が多いた

め、その役割を市民に理解していただく必要があると書いてありますけれど

も、これはどうするということなんですか。わけのわからんことが書いてあ

るんだけど。 

○危機管理室長兼防災安全課長兼防災センター所長  これも市長への手紙で、

毎回、例えば大雨であったりすると聞こえづらいとか、例えば他町行政境の

付近へ行きますと、隣の町の同じものが、両方が聞こえて聞こえないとか、

そういったさまざまな苦情をいただいております。 

 そうした中で、私ども市長への手紙等で御回答させていただいておるのが、

この防災行政無線はそういった緊急時の情報を収集するための１つの手段で

ございまして、それ以外に当然テレビであったりラジオだったり、携帯のほ

うの防災速報であったり、そういったものもございますので、あわせてそれ

以外の情報も取得していただいて対応していただけたらというふうでお願い

をしている状況でございます。 

○古田委員  以前、500台だったか1,000台だったか、ちょっと忘れましたけ

ど、防災ラジオを市民の方に2,000円で購入をしていただいたという経緯が

あるんですけれども、あれは何か国の予算がついて執行したということで、

１回だけで終わっちゃったんですけど、これだけいろんな災害が全国で起き

て、今そういったものの補助金というのはなくなったんでしょうかね。 

 防災ラジオは補助金がないと、前の課長さんも言われていたんですけれど

も、補助金がつかないと申請できないと。大体１台１万円ぐらいするあれな

ので、本人さんの自己負担で１万円というのは厳しいので、市としても大変

難しいということで伺っているんですけれども、今の国の補助金の状況とか、

今後防災ラジオを市民の方に、聞こえづらい方に以前のようにやっていくと
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いう考えがあるのかどうか、調べてみえますでしょうか。 

○危機管理室長兼防災安全課長兼防災センター所長  国の補助金等というと

ころでいいますと、委員言われるとおり現段階ではそういった補助について、

補助がないと思われます。 

 また、戸別受信機の実際に感度が余りよろしくないというのが実情でござ

いまして、電波のいいところだと入りやすいんですけれども、例えば建物と

か、そういったものがあると受信しにくいと。音が小さいとか、実際私も前

部署におるときに私の背中側に置いてあったんですが、例えば分厚いガラス

があるだけで、ボリュームを一番全開にしておっても音が聞こえるか聞こえ

ないか、何か言っているなあというところ、そういった状況がございますの

で、やはり防災行政無線のほかでいいますと、例えばメール等の配信も実際

に実施しておりますので、そういったほかのいろいろな手段で市民の方に情

報が伝えられるようにというところで、戸別受信機については今のところ新

たに購入する予定は持っておりません。 

○古田委員  今、購入する予定を持っていないと。流しますよね、いろんな

情報を、実際に災害になると。 

 予定がなければ、電話で再度聞き直すシステムがあるんですよ。何言って

いるかわからないというのを。それを何度も質問させていただいているんで

すけど、それがなかなか実施していただけないと。だから、電話で聞き直す

システムを、そんなお金はかからないと思うので、防災ラジオをやらないん

なら、その聞きづらいのを聞き直す電話での対応のシステムをやはり考えて

ほしいなあと思いますが、この点いかがでしょうか。過去の質問でもござい

ますので、多分知っていると思いますけど。 

○危機管理室長兼防災安全課長兼防災センター所長  実際に、私も今そうい

った話を聞くのは、少し経験不足で初めてでございまして、認識しておらな

い状況がございますので、今、委員が言われる方法も含めて市民の皆様にで

きる限りの情報伝達に努めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお

願いします。 

○古田委員  部長さんは初めてなので申しわけないんですけど、ぜひ調査研

究して検討していただきますよう要望しておきますので、よろしくお願いし
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ます。 

○東委員  先ほどいろいろ話が出たことの関連ばかりですけど、例えばこの

主要施策で見ておって、先ほど牧野委員さんのほうで出ておった業務継続計

画策定事業の関係のところ、83ページですけど、今後の方向性というのがあ

るところの表記の中身についてちょっと確認したかったんですけど、ここに

大規模災害発生時に優先実施するべき非常時優先業務を特定するとともに、

非常時対応及びその事前対策に係る計画を策定するという言い方があるんで

すけど、その事前対策に係る計画というのはどんなものなんですか。 

○危機管理室長兼防災安全課長兼防災センター所長  これにつきましては、

事前対策といいますと、例えば庁内で言えば庁内環境の整備という形で、当

然業務に従事する職員の備蓄に対する考え方、計画であったり、あとこうい

った事務をとる什器等の固定とか、そういった要は庁内環境の整備及び備蓄、

あと今回も古田委員さんが言ってみえたように、避難所の環境整備であった

り事前対策、あと備蓄の必要資機材の配分であったり、あと受援体制という

形で応援体制とか受援の施設に対する検討であったりさまざまな内容がござ

います。 

○東委員  この業務継続計画策定事業の中に、そういうものは入っていない

ということなのかな。 

 例えば、この同じ主要施策の先ほども出ましたけど、今の例でいくと、80

ページにこれは災害時対応事業という言い方なんですけどね。ここでは、一

応いろんな災害時に必要な備蓄用品が書いてあるわけですけど、この中にも

例えば課題の中に、指定避難所において収容可能人員に対応した資機材が備

蓄できていないというのが課題として掲載されています。 

 今のような事前対策というのは、そういうものも含めて把握すると同時に、

それをつかんでおいて、同時に例えばここを見ると、実際よくありますよね。

災害のときに、市民全員に避難だというような通報が出るときに、市内全員

が避難できるようなところがあるかといつも疑問を思うわけでありますけど、

江南市の場合、前にも議論があってどこかでも出た話だと思ったんですけど、

現在の指定避難所においての可能人員というのは何人で、それで備蓄状況は

何％というのが今あるんですか、例えばそういう数字が。 
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○委員長  暫時休憩いたします。 

午前11時51分  休 憩 

午後１時05分  開 議 

○委員長  それでは、皆さんおそろいになりましたので、休憩前に引き続き

会議を開きます。 

 それでは、答弁の続きをお願いします。 

○危機管理室長兼防災安全課長兼防災センター所長  古田委員からの御質問

で、後ほどお答えするということで申し上げました現在のあんしん・安全ね

っとの登録者数でございますが、本日現在で9,370人で、主要施策の成果報

告を作成した時点から比較いたしまして115人の増加となっております。 

 また、家具転倒防止の補助金につきまして、平成28年度の飛散防止フィル

ムを実際に補助申請された件数につきましては28件中10件でございまして、

その他、転倒防止、突っ張り棒とか下のマット等につきます転倒防止系が24

件、扉どめ等の落下防止が４件ということでございます。こちらは２つ重複

して申請してみえる方もございますので、合計件数は28件とは相違するもの

でございます。 

 また平成29年９月13日、本日現在の家具転倒防止の補助金申請につきまし

ては８件ございまして、その総額は５万2,200円でございます。こちらにつ

きましては、飛散防止フィルムが８件中５件、転倒防止につきましては８件

中５件、落下防止については申請はございませんでした。 

 続きまして、照明灯、反射鏡、区画線の要望に対しまして実際の設置状況

でございますが、道路照明灯につきましては要望数20件に対しまして設置数

13、却下、取り下げ等が６件ございまして、今後の対応については要望件数

といたしましては１件残っている状況でございます。 

 道路反射鏡につきましては86件の要望がございまして、設置基準を満たす

ものがそのうち27件ございまして、そのうち21件設置いたしまして、残り６

件のうち３件につきましては反射鏡ではなく区画線等の方法で対応したもの

が３件、本年度中に施行予定のものが３件ということで、今年度中には現在

のところ、平成28年までの要望に係る未処理件数はございません。 

 また区画線、これらの既成線、警察への要望のものを除いたものでいいま
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すと、要望件数が11件で設置済みが４件、却下が３件ということで、次年対

応の未処理件数は４件でしたが、本年度中に３件完了できる見込みというこ

とで、未処理件数としては１件となるものでございます。 

 あと警察への要望の区画線につきましては、平成28年度は要望が44件ござ

いまして、本年度中、９月までに36件処理済みということで、残りが８件残

っている状況でございます。 

 続きまして、東委員さんからの避難所の収容人数とそれに係る備蓄等の充

足率につきましては、指定避難所23カ所に対しまして、長期の収容人数で申

し上げますと4,258人、一時避難者を含めた形で申し上げますと6,390人で、

実際にトイレとか備蓄食料につきましては長期の収容人数ベースでは、トイ

レとか備蓄食料についてはおおむね100％の充足率でございます。 

 ただし、実際に一時的に避難してみえる方もございますので、６月定例会

の折にもトイレ等の算定方法で長期プラス一時の平均ということで答弁させ

ていただいておりますので、そちらのベースでいいますと、整備率について

はトイレにつきましても備蓄につきましても約80％となるものでございます。 

 報告は以上でございます。 

○委員長  最初に、古田委員、答弁に対して何か質疑ありますか。 

○古田委員  結構です。 

○委員長  わかりました。 

 東委員、いいでしょうか。 

○東委員  主要施策の先ほどの80ページの収容可能のところで、右の81ペー

ジのところ、僕もよくわからなかったのでお聞きしたかったんですけど、活

動指標のところですけど、災害情報の住民公開というのがありまして、それ

で地方創生推進課と連携することにより市内の災害情報をホームページで住

民に公開するという形で、目標値は３となって実績値はゼロということにな

っておるんですけど、この目標値の立て方だとか、もともとこの３とは一体

どういう意味合いのものなのかとか、今回こういう形のやりましょうといい、

実際できなかったという意味でのゼロというふうに読み取れるんですけど、

その辺の考え方と今回の状況について、ちょっとだけお聞きしたいんですけ

ど。 
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○危機管理室長兼防災安全課長兼防災センター所長  こちらの目標値の３回

につきましては、防災システムを一番最初に導入する折に、費用対効果の積

算をさせていただく折に、１年間にシステムを使用する可能性という形で想

定している回数を３回としておりましたことから、目標値を３回という形で

設定しております。実際に、そこに至らなかったことから実績値ゼロという

形でございます。 

○東委員  その至らないという意味がよくわからないんだけど、もともとシ

ステム上はそういうふうになっておるんだけど、ここを見ると何か職員のシ

ステムにかかわる習熟度を向上する必要があるというふうに書いてあります

けど、本来なら、最初のときにはこの防災システムのところではそういうふ

うにやれるよということで設定をしてきたと。至らなかったというのがよく

わからないんだけど、実際にはもともとこの災害情報を、どの程度のことを

ホームページに掲載する予定だっただとか、その辺のところはどういう考え

方になっておるんでしょうかね。 

○危機管理室長兼防災安全課長兼防災センター所長  こちらにつきましては、

このシステムを使用いたしまして災害時に罹災証明等を発行いたします。こ

ういった件数がなかったということでございます。 

○東委員  実績ゼロというのは、罹災証明のなかったということをお答えで

すけど、住民の公開との関係で、どういう関係があるんですか、罹災証明が

なかったことと。 

 これを見る限り、例えば地方創生推進課という形になると、あそこは広報

を扱っておるところですよね。そういうところを通じて、例えば災害情報を、

普通ホームページを市民が見るというのは、多分地方創生課で見れるように

しておるのかなという思いがしたんですよね。そこへの連携がうまくいって

いないとか、その辺がよくわからないんだけど、罹災証明との関係もよくわ

からんですけど、どういう関係なんだかよくわからん。 

○危機管理室長兼防災安全課長兼防災センター所長  平成28年度は、システ

ムを使用する雨等というのは２回ございましたけれども、実際にそれほどの

被害も少なく、実際には使用に至らなかったというところでございます。 

 被害状況につきましては、システムで逐一被害状況、土のうなんかを持っ
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ていくであったり、例えば実際風水害活動班が現場対応いたします。それに

対して実際に道路の冠水では何センチとか、そういった情報の入力というか、

そういった形で災害対応はいたしましたけれども、実際そこのホームページ

に公開するまでの被害状況がなかったということでございます。 

○東委員  ホームページに掲載する被害状況というのは、何か基準を決めて

みえるんですか。例えば、どういう基準まで載せるとか、どういう基準なら

載せないとか。 

○危機管理室長兼防災安全課長兼防災センター所長  実際には、災害時に例

えば避難所を開設いたしますとか、あとその後の状況といたしまして、例え

ば床下とか、そういった状況とかそういったところ……。 

○東委員  至らなかったと最初おっしゃったもんだから、これに載せること

にね。だから、その載せる載せない。だって、被害はあったとよく我々は聞

くじゃないですかね。市内には、今回だって五条川の実態もあったりとか、

住民にとってみれば、全市に出たというような被害じゃないわけだけど、

個々に起こっておるわけですけど、だからその辺のところで基準があるかと

聞いたのは、例えば災害の度合いだとか、災害の人数だとか地域性だとか、

その辺のところで何か載せる載せないかとの基準はあるのかという質問なん

ですけど。 

○危機管理室長兼防災安全課長兼防災センター所長  こちらにつきましては

特別基準等は定めておりませんが、実際に情報公開に至っては庁内で調整し

た上で情報提供していくという形で進めています。 

○東委員  地方創生課で、普通はそこでホームページを作成してそこへつな

いでいくんだと思ったんですけど、それで被害状況、例えば台風が迫ってお

るからどこどこに避難所を開設しましたとか、終わった後に、どういうとこ

ろにこういう結果でしただとか、そんなようなことを載せるんかと思ったん

ですけどね。その点、何か基準があるかという意味だけど、どうも今、庁内

調整をしてどうのこうのとか、何も決まってないような、どういう基準で載

せるかというのは特に何もないということですね。何のためにこれが書いて

あるか、よくわからん。 

○委員長  暫時休憩します。 
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午後１時18分  休 憩 

午後１時22分  開 議 

○委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 郷原室長、お願いします。 

○危機管理室長兼防災安全課長兼防災センター所長  東委員さんからの御質

問でございますが、特別の基準はございません。 

 しかしながら、災害対策本部等を設置した折に、その後の被害状況に応じ

て記者発表など、ホームページとあわせて公開していく考えではおりますの

で、よろしくお願いします。 

○東委員  もう一つだけ、またおなじ目標の話だけど、先ほど古田委員さん

のほうにお答えがあった86ページ、例のいろんな安全施設件数ね。 

 あのときの要望件数何がしがあって、上の表に整備数で括弧書きに要望数

が20基と書いてあって、実際13基とか書いてあるんですけど、この下の活動

指標を見ると、実績値、例えば一番上の交通安全施設件数、これはいわゆる

道路照明灯だとか、そういうものが想像できるわね。数からいくとですよ。

分け方は道路区画線表示と交差点路面標示とか、それ以外のところがもし交

通安全施設設置件数なら例えば道路照明灯設置工事と、この数を数えてみる

と、13基、１基、21基、それから道路４本、２基、３基と、私が数えたら44

になったなあと思ったんですよ、全部で。目標97と書いてあるでしょう。こ

の目標は何かなあと思って、聞こうと思っておったんです。先ほど、要望件

数どうのこうのという話もあったけど、わざわざ目標設置してあるけど、97

と。これは何ですかというのが、ちょっと質問なんだけど。 

○危機管理室長兼防災安全課長兼防災センター所長  目標値の件数につきま

しては、当初、これも見ていただいてもわかるように、実際に設置に係る工

事費が近年の労務単価とか諸経費率の改訂に伴いまして、単価が上がったこ

とによりまして設置件数が減少しておるといったところで、目標値は標準の

予算額に対する当初の予算時の目標件数でございます。 

○東委員  どちらが先かというのがあるんですよね。予算をこれだけしかと

れないから、財政のほうから予算がこれだけしかもらえないで、それからし

たら97ぐらいしかつくれんなといって目標が設定されておるのか、防災安全
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課としてはこれだけのところは必要だから、要望件数から見てこれこれこん

だけのところをつくっていきたいという意味の目標値なのかということなん

ですけどね。実際には44という実績は間違いないわね。 

○危機管理室長兼防災安全課長兼防災センター所長  この目標値につきまし

ては、こちらを見ていただいてもわかりますように、要望件数に対して設置

件数という形で、やはり未処理件数も一部含んだ数値で目標値が設定してご

ざいます。 

○東委員  さっきのお答えを聞いておったら、数が合わんなあと思いながら

聞いておったんですけど、わかりました。 

○牧野委員  成果報告書の85ページの下の部分でお聞きしたいんですが、こ

の防犯灯ですよね。防犯灯設置基数の目標値と実績値が、かなり実績がふえ

ていますよね。 

 電気料金に対しては、目標値と実績がほぼ近いんですけど、設置基数がす

ごくふえているということで、課題が、防犯灯補助事業において設置件数が

増加していることから、今後も継続して実施できるように予算化していきた

いということだと思うんですが、その下に対応方策として、防犯灯設置費補

助金制度の業務手順等の見直しを行うと書いてあるんで、平成29年度も平成

30年度もこの予算だとか設置の数だとか、手順をどう変えるか、ちょっと全

体を含めて何を考えているのか、ちょっと説明してほしいんですけど。 

○危機管理室長兼防災安全課長兼防災センター所長  まずこの防犯灯の設置

補助につきましては、ことしの４月の区長、町総代会でも御説明させていた

だきましたとおり、年２回の申請であったものを１回にさせていただきまし

て、補助につきましてもＬＥＤに対する補助のみという形で対応させていた

だいております。 

○牧野委員  ということは、ＬＥＤしかやらないよということと、申請回数

も減らして少し抑制していこうということを言っているということですか。 

○危機管理室長兼防災安全課長兼防災センター所長  あくまでＬＥＤのほう

がやはり明るいこともございますし、電気代も安くなるということで、少し

でも電気代の補助が、補助率は変わりませんので、電気代の補助で少し、そ

れほどの大きな金額にはならないんですけれども、そういったものを実際の
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設置の補助に回していく形の中でＬＥＤ化を少しでも進めていきたいという

ところでございます。 

○牧野委員  多分、目標値の何倍も申請が来ちゃったので、まあいいんだけ

ど、だから１回に絞ってＬＥＤにして電気料を下げてということが業務手順

等の見直しということなんですね。 

○危機管理室長兼防災安全課長兼防災センター所長  そのとおりでございま

す。 

○牧野委員  はい、わかりました。 

○委員長  ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  質疑も尽きたようでございますので……。 

〔「最後に、済みません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  郷原室長。 

○危機管理室長兼防災安全課長兼防災センター所長  もう一つ、忘れており

ました。 

 古田委員さんからの御質問のときに、防災センターの３つの自動販売機で

すけれども、線路から３つ目につきましてはカップ式の自動販売機ですが、

お湯等できるものではございませんが、一番線路側の自動販売機につきまし

ては災害時対応ということで、停電時におきましても非常電源を持っており

まして購入することもできますし、必要に応じて鍵で自由に無料提供できる、

そういった協定を結んだ自動販売機が１台設置しておりますので、先ほどの

答弁を訂正させていただきます。よろしくお願いします。 

○委員長  訂正ということです。 

 続きまして、市長政策室地方創生推進課について審査をいたします。 

 当局から補足説明がありましたらお願いします。 

○地方創生推進課長  地方創生推進課の所管につきまして、該当ページをま

ず申し上げます。 

 まず決算書、事項別明細の歳入でございます。 

 76、77ページの最上段をお願いいたします。 

 12款２項１目１節総務管理手数料、備考欄は上から２行目の地縁団体証明
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手数料でございます。 

 次に、82、83ページの最上段をお願いします。 

 13款４項１目１節総務管理費交付金、備考欄は地方創生推進課の地方創生

加速化交付金でございます。 

 次に、90、91ページをお願いします。 

 これも一番上の囲みになりますが、15款１項２目１節利子及び配当金、備

考欄は地方創生推進課の江南市ふるさと応援事業基金利子でございます。 

 次に、同じページの中段でございます。16款１項１目１節総務管理費寄附

金、備考欄、ふるさと寄附金でございます。 

 次に、94ページ、95ページ、備考欄は上から６行目になりますが、19款５

項２目１節市町村振興協会基金交付金と、そのすぐ下にございます２節市町

村振興協会新宝くじ交付金でございます。 

 次に、98ページ、99ページをお願いします。 

 19款５項２目12節雑入、99ページの備考欄、最上段の地方創生推進課の市

勢要覧売捌収入からその６行下の有料広告掲載料まででございます。 

 続きまして、少し飛びますが108ページ、109ページをお願いします。 

 以下は歳出でございます。 

 中段の２款１項１目地方創生推進費でございます。 

 そこから３枚はねていただきまして114、115ページになります。備考欄で

は、秘書政策課の手前になりますタウンミーティング事業まででございます。 

 所管する該当箇所は以上でございます。 

 補足説明はございません。よろしくお願いいたします。 

○委員長  これより質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

○東委員  決算書でいくと、先ほど最後のところだという話がありまして、

115ページの最下段の秘書政策費のタウンミーティング事業のところでです

けど、これも大体会場借上料だとか、別の借り上げがあって、主要施策の

344ページにタウンミーティング事業の実績がここで記載をされております。 

 見ると、一応平成28年度に関しては１回、２回、３回と。１回目が全市的

にやられたやつでしょうかね。財政状況のことがテーマが幾つか書いてあっ



５４ 

て、古知野高等学校だとか、あるいは成人の集いの実行委員会の皆さんとの

タウンミーティングをやったというのが述べられておるんですけど、もとも

と予算的にはそんなに大きな予算を組んでおるわけじゃないんですけど、こ

れは市長さんの公約にもあるということで始まったわけでありますけど、い

つも目標値ということばっかり言って申しわけありませんけど、活動指標と

いう形では目標値４を持って実績は３で、先ほど上に実績があって３カ所で

やっておるわけでありますけど、１つは、もともと４回計画した中身という

のは、そもそもこのうちの３回はこうだったという計画をもともと持たれた

のかということですね。４回持つという計画の中身がね。その上が、３回は

実行できたということなのか、ただ回数だけを一応設定したのかどうかと、

その辺の差がどうあるかどうかということがあります。 

 じゃあこのタウンミーティングで、１番目は宮田の学供で財政状況などの

ことで議論されたわけですけど、その次は若者だとかでやってみえるわけで

すけど、参加者からいろんな声があるわけですけど、このタウンミーティン

グによって、すぐにではないにしても、やはり行政に対してこうだとか、市

政に反映させていこうだとか、まだまだ回数は３回だけですけど、そういう

ものがちゃんと成果としてあったかどうかも含めてお聞きをしたいんですけ

ど。 

○地方創生推進課長  目標値の４回につきましては、年間を通して市長のス

ケジュール、例えば９月中は議会があるのでちょっと難しいかなあというこ

とで外していくと、頑張っても４回ぐらいかなあということで設定をいたし

ました。 

 特に、その段階でどこでやるとか、どういった地域やグループやテーマや

ということは一切決めずに、タウンミーティングと申しましても、市長のタ

ウンミーティングという中身ですので、その都度、今一番市長がここでやり

たい、意見を聞きたい、皆さんのお話を聞きたいというタイミングで随時行

うという形を基本としておりますので、やること自体が目的ではないという

ことで、４回というのは暫定的にというんですか、頑張ってもこれぐらいか

なあと。もちろん、超えてもいいかなあということで考えておりました。 

 タウンミーティングで出た意見につきましては、ホームページなんかでも
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公表をしているところでございますが、あくまでも今後の市政運営に市長が

生かしていくという形でありますので、その都度そこで何かを意志決定する

とか、市の方針、方向性を出していくとか、そういう趣旨のものではござい

ませんので、具体的にこの言葉がどう生かされたかというところまでは把握

できておりませんというか追跡はしておりませんが、市長には必ずその声が

届いていますので、今すぐでなくても日々の市政運営あるいは予算措置をす

るような市政運営で反映されていくものと考えております。 

○東委員  すぐにというのはなかなかないと思うんですけどね。 

 それで、今の日程のとり方というのは、見ていると、５月だとか10月、11

月ですから、定例会は避けていくと、あとは年明けの１月か２月かというよ

うなところしか我々は頭に浮かばないわけですけど、今回の特に内容までを

事前にいろいろ決めるものではないというようなお話でしたけど、そうする

と、具体的には市長みずからが、時期は大体この辺の時期を設定しておいて、

やり方としては、今回、例えばどういうところへ行ってとか、どういう相手

をとかいうところは市長から大体意思が示されるということなんでしょうか。  

○地方創生推進課長  概略、方針は市長から事務局、私たちのほうへ指示が

出まして、候補地、開催の要領案を市長に改めて伺う、決裁を受けるという

形で進めております。事務局が用意したのに市長さんが形式的に出てきてい

ただく、出席していただく、そういうスタイルではなくて、あくまでも市長

主導の形の開催を進めております。 

○東委員  はい、わかりました。その件については。 

○委員長  ほかの方、御質疑はありますか。関連で。 

○古田委員  今、３つのタウンミーティングが行われたという説明がござい

ましたけれども、ことしはもう既にやられましたか、１回か２回。 

○地方創生推進課長  ことしはまだ、後半に向けて今調整中でございます。 

 先日も中学生のというようなお話もあったんで、それも含めて調整中でご

ざいます。 

○古田委員  そうですか。市長の公約の中に子育て先進市というのがありま

すので、ぜひ小・中学校の生徒さん、または保護者の方とか子育て世代の意

見をやっぱり聞いていただけるといいかなということを思いますので、今後、
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御検討のほう要望しておきますのでよろしくお願いします。 

○東委員  もう一つ、主要施策でちょっと戻りますけど、340ページのいつ

も聞くことですけど、公募型の協働支援補助事業で今回は全部で８件という

のか８団体というのかな。その結果がここで示されておるわけでありますけ

ど、予算規模としては、この執行状況を見れば一応全体は11万7,125円とい

うことになっていますけど、１つは、一応形はつながろう！連携コースで２

つ、ひろげよう！展開コースで６件というのがあるわけですけど、実際には

個々の個別な費用はどれぐらいなのかということと、実際これは行政のいろ

んな事業にも生かしていこうということもあると思うんですけど、それであ

とどれぐらいの事業によって人の参加というのかな。それが数が出るか、よ

くわかりませんけど、どれぐらい広がりがあるのかというのがよくわからな

いんだけど、それはわかるんでしょうか。 

○地方創生推進課長  決算が、91万3,000円の内訳をまず申し上げればよろ

しいでしょうか。 

 １件目がＮＰＯ法人わいわいわいさんの事業、正しい歯磨きで正しい子育

てが20万円、ＮＰＯ法人子どもと文化の森さんの親子のhappy spotが16万

3,000円、フェリーチェさんの生演奏を身近に感じてもらう事業が９万7,000

円、草井を元気にする会さんがカローリング大会で９万7,000円、親和会さ

んという団体が町内のレクリエーション、運動会に対して10万円、女性連絡

協議会が地域の子育て支援に10万円、飛高親の会さんが子育てサークルを中

心にサロンを開いた事業に５万6,000円、最後にこうなん地域猫の会という

ことで、地域猫、殺処分を少しでも減らしていこうという取り組みで、この

事業に10万円で、決算が91万3,000円となっております。 

 事業に対して、地域猫のように参加者を募るとかいう事業ではないものも

あるんで難しいんですけど、先ほどの子育て支援の関係では１年間の活動の

中でイベント的なこともやられた会もありまして、参加者ですと結構市内外

から見えていたという感想は持っております。また、フェリーチェさんとい

うか音楽の団体は、市内の全保育園を回ってということですので、その際に

は保育園児じゃなくてお母さんたちと、保護者の方と可能な限り、働いてい

らっしゃる方もいますけど、保護者の方と一緒に演奏を聞いてもらうという
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形の、そういう参加の仕方もありましたので、一概に何百人とかいうのはな

かなか把握していないところでございます。個別には、もちろん調べれば御

報告できると思いますので。 

○東委員  それで、今後の方向性のところでも、それに関連することになる

かわかりませんけど、補助金を申請する段階でその事業の計画づくりに対す

る相談を充実させていこうと書いてありますから、これは経験してみた上で

こういうことが必要だということになるんでしょうけど、その辺のところは

この間いろんな形で続けてきてみえる事業ですけど、実際にはこの辺のとこ

ろをきちっとやっていったほうが事業そのものが本来の趣旨に生かせるもの

になるということで、こういう必要性があるということなのかな。 

○地方創生推進課長  そのとおりでございます。 

 件数的には何年か前からよくなかって、傘マークが続いていたんですけど、

いろんな改善の成果というかＰＲの成果があって、今回、ことしも目標を超

えた件数の利用をいただいていると。 

 その次の段階では、事業の中身についてもフォローしていくと。実際に、

相談会に見えた団体からは、申請書の書き方云々じゃなくて、事業そのもの

をどうやってやっていったらいいのかわからないと。一緒になって考えて、

相談員さんが考えて、フォローしながらやっていったことに対して、大変よ

かったというようなお話もあったんで、件数の数字にとらわれず中身につい

て一緒に考えていくというような形を、今後はそっちにシフトしていきたい

なあという考えでおります。 

○委員長  ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  質疑も尽きたようでございますので、続きまして、秘書政策課に

ついて審査をいたします。 

 当局から補足説明がありましたらお願いいたします。 

○秘書政策課長  それでは、秘書政策課の所管につきまして説明のほうをさ

せていただきます。 

 平成28年度江南市一般会計歳入歳出決算書、事項別明細書の90ページ、91

ページをお願いいたします。 
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 最初に、歳入でございます。 

 最上段の15款１項２目利子及び配当金、１節利子及び配当金で、秘書政策

課の江南市公共施設整備事業基金利子でございます。 

 次に、少しはねていただきまして、98ページ、99ページの上段をお願いい

たします。 

 19款５項２目雑入、12節雑入で、秘書政策課の派遣職員給与費等一部事務

組合負担金から生命保険料等取扱手数料まででございます。 

 続きまして、歳出でございます。 

 114ページ、115ページをお願いいたします。 

 114ページ、115ページの下段、２款総務費、１項総務管理費、２目秘書政

策費でございます。 

 こちらから122ページ、123ページ、中段の行政経営費の前まででございま

す。 

 補足説明はございません。よろしくお願いいたします。 

○委員長  これより質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

○中野委員  成果報告書の350ページなんですけれども、こちらに正規職員

の平成28年４月１日現在が650人で、非正規が750人、現状は今どうなってい

るのか、お聞きいたします。 

○秘書政策課長  今年度の４月１日現在で申し上げますと、正職が650人、

非正規が819人でございます。 

○中野委員  現状、非正規がかなり４月１日現在からふえているんですけれ

ども、今、慢性的に人手不足というような感じがするんですけれども、今後

この非正規の処遇改善というか、今後この辺の対応というのはどのようにし

ていくのか、お尋ねします。 

○秘書政策課長  非正規の方の対応でございますけど、最近、さまざまな事

業の拡大に伴いましてこういった非正規に依存する部分も多くなっておりま

す。 

 ただ、全てを非正規の方で担うというふうには考えておりませんので、今

は正職員もある程度ふやすという方向で増員の採用計画を立てておるところ
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でございます。特に保育士、保健師等につきましては、採用をふやす方向で

やっているということでお願いしたいと思います。 

 あと非正規の方の処遇でございますけど、今、国のほうで地方公務員法、

地方自治法が一部改正されまして、平成32年の４月から大幅な改正が行われ

る予定でございます。そちらに向けて今、国のほうから情報収集している状

況でございまして、そちらに合わせて改善ができればいいというふうには思

っておるところでございますので、よろしくお願いします。 

○中野委員  通常募集のほうで、土木と社会福祉のほうが採用がゼロで、追

加募集のほうでも土木と社会福祉のほうが採用がゼロというような形になっ

ているんですけれども、これは採用の条件というか、採用の方法というか、

この辺はどのようになっているのか。 

○秘書政策課長  社会福祉枠については、社会福祉士または社会福祉主事の

任用資格、そういったものを持っている職員ということが前提になっており

ます。 

 あと土木につきましては、学生時代にそういった土木の専攻課程を経た者

ということになっております。 

 今の就職の状況でございますと、特に土木・建築あたりですと非常に景気

がよくて、そういった民間企業のほうに多く流れているというところで、な

かなか公務員のほうに、これは当然うちだけの問題じゃなくて全国的な自治

体がどこでも抱えている問題なんですけど、そういった技術職員が不足して

いるという問題が今あるところでございます。 

○中野委員  市民の方からすると、最近、災害も多くていろいろ専門性があ

った方に相談できるほうが市民の方からサービスが向上するのかなあと思う

んですけれども、この辺の対応というか、今後どういうふうにしていくのか

お聞きいたします。 

○秘書政策課長  まず採用に当たっては、これまでは募集要項等をホームペ

ージとか広報でお知らせするのみだったんですけど、ここ一昨年あたりから、

愛知県、岐阜県の大学や専門学校等を回りまして、そういったところを中心

に今人事の担当が１つずつ回ってお願いしているところでございます。 

 中には、そういったうちの熱意を酌み取っていただいたのかわかりません
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けど、就職の担当の先生から江南市いいよという形でお勧めいただいて、受

けに来ましたということも、採用試験のときにそういったことをおっしゃる

方もございましたので、少しずつ効果が出てきているのではないかなという

ふうには思っております。 

○中野委員  こういう土木だとか、いろいろ専門性のあるところの有資格者

の適正人員というか、その辺が満たしているのかどうか、全体的な形になっ

ちゃうんで答えづらいとは思うんですけれども、その辺は問題がないのか、

どういうふうになっているのかお尋ねします。 

○秘書政策課長  特に有資格者の配属についての問題はないというふうに考

えております。 

○中野委員  今、年齢構成的にどんどん退職とか定年していくとだんだん入

れかわりがスムーズに行かなくて、その辺のもあると思うんですけど、そう

いった年齢構成的なものというのは問題ないのかお尋ねします。 

○秘書政策課長  ここ数年は団塊の世代を中心に大量退職があったもんです

から、その分、大量採用をせざるを得ないという状況で、非常に職員の年齢

構成が若くなっております。 

 これももうそろそろ終わる段階でございまして、この先、５年先、10年先

を見ますと、逆に退職者が１人もいないというような状況が発生する年が幾

つか見られます。そういったところに、退職者が少ないから採用も少なくし

ますと、また年齢構成がいびつになってきますので、少ない年であってもそ

ういったところに逆にある程度一定数の職員を採用することによって、まず

年齢構成のひずみを解消したいということと、少しでも正職員の割合をふや

していきたいというような考え方を持っております。 

○東委員  今のところで、350ページで今その議論があって、ちょっと確認

だけまず先にしたいんですけど、現在、条例上の職員定数は何人でしたか。 

○秘書政策課長  689人でございます。 

○東委員  もちろんそれは上限という意味ですけどね。条例で689人という

のは、条例上で定数が決められておるわけですので、先ほどの話で今650人

ということですから、枠という言い方は変ですけど、一応その仕事の内容だ

とかさまざまなことが総合的に考えられて、人が必要になってくるなればな
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るということなんでしょうけど、例えば今のお話を聞いている中で、正規職

員の方をもう少し職場によってはふやしていきたいという考えもあるという

話ですから、一応定数枠という言い方は変ですけど、条例上689人あるわけ

ですので、39人分の枠という言い方は変ですけど定数上はそれだけの間があ

るわけですよね。 

 本来は、これは財政との絡みも出ているかわかりませんけど、あるいは仕

事の量にもよるんでしょうけど、実際には、目安としてはそれぐらいの数ま

では本来はふやしていこうという思いはあるんでしょうか。 

○秘書政策課長  定数条例で定めた数字は、一定の目安にはなると思います

けど、今現在、それを目標にふやしていこうというほどの目標は持ってはい

ないです。まずは現状が一定の充足だというふうに考えておりまして、事業

の拡大等によって、そういったところを中心にふやしていくという考えでお

ります。 

○東委員  たまたま本会議で、保育職のところの非正規の状況を取り上げさ

せてもらったんですけど、今は正規・非正規と言い方で区別していますけど、

実際にはなかなか事務職の場合でそういう欠員という言い方は、当時はやり

ましたけどね。欠員補充でやっておる臨時職員じゃないかという形でやった

んですけど、それはそれで少しでも改善はという方向があるというふうに聞

いていますけど、していきたいという思いがあるということなんですけど、

あともう一つ、決算意見書で本会議でも時間外勤務のことが取り上げられま

したですよね。 

 あの場で、一定のところでいろいろ特定のところに時間外が多く発生して

おる部署があるという形で、現状、病気休暇だとか休職の職員が多い職場も

あるという監査員さんからの指摘があって、本会議では病気休暇が26という

ことでしたかね、あのときの本会議場でお答えいただいておったの。間違っ

ておったらちょっと直してください。休職が７というような報告だったんで

すけど、実際のこういう部署、例えばどのぐらいの、休職という言い方をす

ると、これはあれですかね。何年まで認められておるものでしたですか。何

かあったんですかね。 

○秘書政策課長  今、委員お尋ねの件でございますけど、病気休暇について
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は今おっしゃったとおり平成28年度は26人でございます。休職のほうは７人

ということで、まず病気等で仕事に従事することができないという場合は、

まず初めに90日までが病気休暇ということでの扱いになります。90日を超え

ますと分限休職という扱いになりまして、そこから３年間は休職扱いになり

ます。３年間たっても復職の見込みがない場合は、分限免職という形になり

ます。 

○東委員  そうすると、今は90日までが病気休暇ですから、今の休職の方と

いうのは一番長い人だとぎりぎり、３年間は一つの区切りですけどね。一番

短くてどれぐらい、一番長くてどれぐらいという形でお聞きしたほうがいい

ですかね。 

○秘書政策課長  休職の方で、平成28年度でいきますと、早い方ですと１年

ぐらいで復職された職員もおります。あとは平成28年度に休職になって、ま

だ現在も休職中の職員もおりますということです。また、３年を超えて免職

に至った職員はいないです。 

○東委員  こういう場合は、基本的には病気休暇も、あるいは休職になった

場合というのは、いわゆる臨時職員の方が対応すると、全てそういう形でい

いんでしょうか。 

○秘書政策課長  こういった病気休暇等、あとあわせまして育児休暇等も、

そういった場合も臨時職員で従来はやっていたんですけど、最近、特に育児

休暇を中心にちょっと女性職員もふえておるもんですから、そういった方が

ふえているということで、全て臨時職員で対応しておりますと、そこの職場

がうまく回っていかないという状況になってきましたので、昨年度あたりか

らそういった職員が一つの目安として２人発生すれば、２人の臨時職じゃな

くて、１人は正職員を入れるというような方針に変えさせていただいたとこ

ろでございます。 

○東委員  そういう場合は、通常募集もしくは追加だとか、そういうものが

反映してくるということでいいんですかね、そうすると。 

 単に、退職者の数は一応わかるわけでありますけど、来年なら来年という

１年の見込みができるんですけど、それ以外に今のような事態が起こった場

合も含めて採用を決めるということになれば、そういうことも全部反映した
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数が採用数になるということになるんでしょうか。 

○秘書政策課長  通常は４月１日採用ばかりだったんですけど、最近、10月

１日採用もやっておりまして、そういったところで半年ぐらいの目安の中で

休職や休暇をとった職員がいるところの補充も含めてやらさせていただいて

おります。 

○東委員  これは主要施策の結果ではないんですけど、ちょっとだけ考え方

をお聞きしたいと思って、聞きたいんですけど、主要施策の318ページに、

いわゆるここはいろいろ成果状況が書いてあるところがあるんですよね。 

 318ページの成果の状況で３つの部分がありまして、中段は自己啓発をし

ている職員の割合とかいうのが出てくるわけですけど、どういう考え方をす

ればいいのかという思いでちょっとお聞きしたいんですけど、ここの最後の

ところの、成果目標を意識して仕事に取り組んだり業務の改善を心がけてい

る職員の割合という形で、目標値は、平成18年当時は69％という基準値がこ

こで示されておって、目標値は95％まで持っていきたいねというところで、

現状は実績としては80.3％まで来ていますよというところがあるんですけど、

私、難しいなあと思って見ておったんですけど、こういう改善に心がけてい

る割合という見方をするというときに、どうやって評価をするとこういう数

が割り出せるのかというのがあるんですけど、それはどういう考え方をする

んでしょうかね、こういうのは。 

○秘書政策課長  こちらは、毎年度末に人事のほうで職員に対するいろんな

アンケートをやっておるんですけど、そういった中で自分のやっている仕事

ですね。受け身ではなくて、自分からいろいろ考えて前向きな姿勢で取り組

んでいるかというような形でお尋ねをさせていただいているんですけど、そ

れに対して「はい」と答えた職員の割合ということでございます。 

○東委員  アンケート調査で「はい」と、そういう思いがあるよと。だから、

それが大事ということですもんね。本人の、みずからがそういう意欲を持つ

という意味で「はい」と答えるということなんでしょうかね、考え方として

は。はい、わかりました。 

 よくわからなかったことがあるんですけど、同じく主要施策の関係の346

ページの公共施設の再配置計画の策定事業のところですね。 
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 この見方もよくわからないんですが、これは我々には、平成28年度という

のは、当時、総合管理計画というのはもちろんこれは１年前ですね。古い話

ですけど、これが配られたわけでありますけど、その後はこの公共施設再配

置計画に取り組んでおるということで、逐一報告があるわけですけど、この

見方なんですけどね。活動指標、平成28年度はなかったということなのかな。 

 つまり、再配置計画の件数で、施設ごとの再配置計画策定数というのがあ

りますよね、この活動指標で。目標は１を持って、実績はゼロですよという

ことなんですけど、ここの言う施設ごとの再配置計画策定件数というのは、

例えばそれぞれで所管の課があって、それで施設を持っておる。個々の施設

がたくさんあるわけでありますけど、ここの活動指標の見方ですね。目標が

１があって、実績がゼロでしたというのは、これは一体どういう内容かとい

うのをちょっと確認したいんです。 

○秘書政策課長  まず全体的な再配置計画につきましては、平成28年、平成

29年と２カ年にわたって現在も策定、やっているところでございます。 

 その中で、個別の施設で希望的観測の中で、ひょっとしたら再配置計画が

できなくてもある程度のそういった施設の個別の再配置の方向性がしっかり

決められるものがあるのではないかなというところで設定をさせていただい

たんですけど、こういった再配置計画をつくっている中では、そういったこ

とはやはり難しいということで、今も外部有識者の方を交えていろんな議論

をしておりますけど、全体の中でまず考えてから順序立てて、平成30年から

個別の具体的な方策に入っていくべきだというふうに今考えておりますので、

ちょっとこの指標がこういった形で最初に出してしまっておりますので、こ

れに対しては実績としてはゼロという形になっております。 

○東委員  最後の結論として、平成30年以降に本来総合的に見る中で、全体

を見る中で当然再配置というのは決めていけるものだということですよね、

今おっしゃったのは。 

 ただ、本来そうなるべきところだったんだろうけど、まだこの平成28年当

時は、場合によってはその施設、個別で再配置と、そういう想定もあったん

ですかね。個別で再配置というのは、施設ごとの再配置というのがよくわか

らんなあと思って見ておったんですけど、この表現の仕方がね。現状、ない
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ということですかね。 

○秘書政策課長  例えば、極端な話ですけど、どこどこ保育園とどこどこ保

育園は統合して一つにするとか、そういった方向性がこの時期で決まったり

すれば、それが個別の施設計画になるのかなというふうに思うんですけど、

やはりそこまで踏み込んだ議論がなかなか並行してできなかったもんですか

ら、今の全体計画の中でそういったところも踏まえて議論をさせていただい

ているというところでございます。 

○東委員  もう１点、右のページ。今問題になっておる話ですけど、これは

確認したいんですけど、布袋駅東の作成できましたよね。計画書は策定され

ました。我々はグリーンのやつをいただいたわけですけど、各会派ごとにと

いう形で基本計画書が。 

 それで、今さら何を言っておると言われても申しわけないんですけど、あ

のスキームですよね。定期借地というスキームのことで、その場合、あれは

あくまで前提は市の土地というのが前提で、定期借地という事業スキームが

大体提案されて、平成30年のという形で行きましょうかという形で述べられ

たわけですけど、それを受けて今度また新しく進みかけておるわけですけど、

その場合の事業スキームでいわゆる定期借地を設定する場合と土地の所有権

という場合ですね。 

 ここで言う事業スキームで示されるような考え方というのは、あくまでも

その対象面積は市の所有物でなければならないという前提だということで進

められておるわけですけど、それというのは絶対に、この事業スキームのや

り方というのは、市なら市が全部を持っていないと今回の基本計画で示され

たような事業というのはもともと想定できないという考え方を持っておけば

いいんでしょうか。 

○秘書政策課長  底地の考え方なんですけど、現在は市のほうとしましては

9,000平米を市のほうで購入させていただきまして、市が民間事業者の方に

貸すという方式で考えておりますが、全国の先進事例等を見ますと、全てそ

ういった方策ではなくて、例えば一部市が所有しているとか、あと別のとこ

ろは別の方が所有しているというところをあわせてお貸しするとか、そうい

った形でやっているというところも聞いておりますので、必ずしも底地を全
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て市が購入しないとこの事業ができないというわけではないです。 

○東委員  そうすると、この中で示され、極端にですよ。もともとは半分を

受ける業者に買っていただいてという分割方式という例はあるということで

示されておるけど、今のところは、現在江南市がやりましょうかといってお

るのは、全部の土地に対して一応市が確保して、その上に建てることを前提

に進めていますけど、場合によっては市の部分が一部、あと全く別の民間の

方の一部、そういう場合でもそれを包含した形で、それを全体の面積として

考えて、この事業というのは別に受ける側がそれでいいよということであれ

ば可能だということでいいわけですね。 

○秘書政策課長  ですから、例えば全体の面積の一部、市が所有していない

部分については、そこの土地の持ち主の方から市がお借りして、9,000平米

を市と民間事業者での契約ということで、市が9,000平米を民間事業者に貸

すと。 

 ですから、民間事業者にとってはその9,000平米の土地の実際の地主さん

が市であろうが別の第三者の方であろうが関係ないということで、契約はあ

くまでも市と結ぶわけでございますので、ということで整理をしております。  

○東委員  だから、いわゆる又貸しという言い方は変ですけど、要は市の借

地の上に、またさらにそれを貸すという意味ですよね。わかりました。それ

も可能だということですね。 

○委員長  ちょっとここでトイレ休憩をしたいと思いますので、20分再開と

いうことで、暫時休憩いたします。よろしくお願いします。 

午後２時14分  休 憩 

午後２時20分  開 議 

○委員長  休憩前に引き続き会議を開きたいと思います。 

 続いて、総務部行政経営課について審査をいたします。 

 当局から補足説明がございましたらお願いいたします。 

○行政経営課長  それでは、行政経営課の所管につきまして説明させていた

だきます。 

 平成28年度江南市一般会計歳入歳出決算事項別明細書の66ページをお願い

いたします。66ページ、67ページでございます。 
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 最初に歳入でございますが、最下段の２款地方譲与税から、68、69ページ

と70から71ページの中段、10款交通安全対策債特別交付金まででございます。 

 次に90、91ページをお願いいたします。 

 上段、15款財産収入、１項財産運用収入、２目１節利子及び配当金で、備

考欄、５つ目の行政経営課の江南市財政調整基金利子でございます。 

 はねていただきまして、92、93ページの上段、17款繰入金、２項１目１節、

備考欄、５つ目の行政経営課、江南市財政調整基金繰入金でございます。 

 その下段、18款１項１目繰越金、１節前年度繰越金でございます。 

 はねていただきまして、100、101ページの中段、20款１項市債、３目１節

臨時財政対策債でございます。 

 続きまして歳出でございます。 

 122、123ページをお願いいたします。 

 中段の２款総務費、１項総務管理費、３目行政経営費から、126、127ペー

ジの上段、備考欄の主要施策成果報告書及び県下各市決算状況調作成事業ま

ででございます。 

 次に376、377ページをお願いいたします。 

 下段にございます12款１項１目公債費、そしてその下の13款１項１目予備

費まででございます。 

 補足説明はございません。よろしくお願いいたします。 

○委員長  これより質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

○東委員  主要施策の322ページの、これは考え方をちょっと確認したいん

ですけど、ここで経常収支比率だとか公債費比率だとか財政力指数などの成

果の状況で、一応これは一定の目標値を持ってやっておるわけですけど、こ

の経常収支比率の目標値の77％という目標設定をしてみえるんですけど、こ

れを77％にしておるという理由というのは何かあるんでしょうか。 

○行政経営課長  目標値はかなり以前につくられた目標値をずうっと引っ張

ってきていまして、前回、一般質問でも多分話をさせていると思うんですけ

れども、80を超えると財政の弾力性が失われつつあるということで、それ以

上の高い目標値を持って設定しているという考えですけど、今の他市町村の
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経常収支比率とか県下の状況を見ると、若干この77％というのはかなりハー

ドルの高い数字の設定を多分しておったなというふうには感じております。 

○東委員  いろんな考え方があるんですけどね。比率だけにとらわれる必要

はないと思うんですけど、あえて77％と言ってみえるからには、江南市とし

てそれに向けて、たまたまことしは実績値は88.2％と。これは本会議でも出

ましたけど、その原因というところが、88％になったところが分母と分子の

関係ですから、それぞれのどう影響があったかということの話でしたけど、

現状でいくとあれですかね。具体的にどういうところで、どう分母をふやし

てとか、分子でどのぐらい減らしたとか、そういう裏づけがあって77％と置

いておるような話ではないんですか。 

○行政経営課長  そこまでの具体的に数字は持ち合わせていない目標数値で

ございますので。 

○東委員  今の最初に、以前というのはつまり平成18年のという意味かな、

その目標設定したのは。 

 これがたまたま、今度どうなるんでしょうね。総合計画が変わってきます

と、一定こういったところについても設定の仕方をまた検討し直すことがあ

り得るのかな、そういう点では。 

○行政経営課長  以前の計画は、財政力指数１を目指すというもともとの目

標がございまして、今度の新しい計画におきましては、ちょっと今数字を忘

れちゃったんですけど、財政力指数も身の丈に合った数字も示しております

し、経常収支比率と実質公債費比率についても現状をよく考えた上での数字

を今目標値にさせていただいております。 

○牧野委員  成果報告書の354ページ、市債残高の推移なんですけど、実質

的な臨財債を除く市債がずうっと減ってきて非常にいいんだけれども、今度

10年ぐらいの計画みたいなものが何かあるんだけど、平成29年度も減るんじ

ゃないかと僕は思うんだけれども、実際の負債、何ていうのかな。 

 ただこの平成40年ぐらいに向けての何かそういう推計値みたいなものは持

っているんですか。 

○行政経営課長  具体的な数字のものは持ち合わせておりませんが、市債の

考え方につきましては、大体例年でそれほど大きい上下するような借り入れ
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というのは今現状ございません。 

 ただ、近いものであれば、体育館につきましては今年度18億円ぐらいの借

り入れをするとかというのは、もう目に見えるものについては当然その計画

の中には入れております。 

 そういった形で、先ほどの話に戻りますけれども、将来負担比率とかとい

うような考え方の中では、そういった大きい事業の大型プロジェクトと言わ

れているごみ関係も含めての考え方は持ち合わせてはおります。 

 ただちょっとまだ具体的な金額自体がはっきりしていないというのがござ

いますので、あくまでも概算での考え方でございますが、通常の業務につい

ての細かいところの数字は持ち合わせてはおりません。 

○東委員  ちょっとこれは数字の確認のような話なんですけど、主要施策の

30ページ、最初のほうです。 

 ちょっと見ておってよくわからんなあと思ったのは、５番目で財政力の推

移ということで平成24年度から直近の平成28年度までの分の表がありますよ

ね。基準財政需要額から財政収入額があって、交付税基準額があって交付税

額がずうっと欄があるんですけど、見ておってちょっとよくわからなかった

のは、平成28年度ですよね。平成28年度の上から３段目ですけど、つまり交

付税交付基準額というのがあるじゃないですかね。24億8,645万4,000円とな

るんですけど、これは多分その基準財政需要額と収入額の差になるんだろう

と思っておったんですけど、ちょっと数字が違って、それともう一つは、左

のほうを見てもらうと、例えば交付基準額、上から３段目、例えば平成27年

度は25億7,978万6,000円、交付税額も同じく25億7,978万6,000円、同じじゃ

ないですかね。全部そうなんですよね。平成26年度も。 

 ところが、平成28年度はなぜか普通交付税の基準額がちょこっと違うんで

すよ。何が違うのかというのが１つ目です。 

○行政経営課長  まず交付税ですけれど、交付税の決定がされる前に若干調

整率というのが実は入っていまして、国の財源があると３月にそれが復活す

るというのがあるんですけど、平成28年についてはその調整率の復活がなか

ったもんですから、若干下回ったというものでございます。 

○東委員  単純にこの計算ですね。基準財政需要額から収入額を引いてみる
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と24億7,195万8,000円になったんですよ。ところが、それともまた違うなと

思って見ておったんですよ。この表示されておるのがね。 

 さらに決算額は、これは決算数字です。24億7,529万2,000円、これは決算

数字です。 

 それで、前の年もそんなに差があるのかなあと思って見ておったんですよ。

平成27年も平成26年も、決算時期に。そうしたら、平成27年度の決算書は全

く同じになっておったもんだから、何かずれがどこかで発生したのかなと思

って、そうすると今の平成28年度、この決算書をつくる段階でたまたま平成

28年度というのはそういう何か調整、間に合わない時期があったのかという

ことですね、決算数字と。決算額が我々に示されていますからね、もうこの

24億7,529万2,000円で。これは決算書数字どおりです。 

 なぜか差し引きした交付税基準額が違うんですけど、その財政需要額と収

入額の差とも違うんですよ。３つ数字が出てきたもんで、何だろうなという

のがあるんですけど。 

○行政経営課長  この年度ですけど、交付税検査で錯誤額がございまして、

要は過去に、監査というか検査があるんですけど、それでちょっと間違いの

数字があるとそこの年度で調整するという操作をするんですよ。それがあっ

たもんですから、ちょっと数字が合ってこないということです。 

○東委員  これをつくるのがいつの時期かというのがよくわからんのですけ

ど、決算数字はそのまま決算書どおりですわ。この上から４段目はね。 

 その錯誤の指摘というのは、いつごろになるんですか。よくわからん、錯

誤の指摘というのは。 

○行政経営課長  平成27年度に交付税検査がございまして、平成28年度に影

響してくるということで。 

○東委員  交付税の監査といいましょうか、そういうのは何年かに一遍です

か。 

○行政経営課長  ３年に１度です。 

○東委員  だから、その前だと多分平成25年にあったということかね、ひょ

っとしたら。平成25年の前というのか、平成24年にあったのかな。そのとき

によって、錯誤は指摘を受けて、錯誤を受けたときに我々には錯誤を受けた
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段階で、単純に需要額と収入額の差額もこの「2486」ではないんですよね。

もともと何を基準にそうやって計算していくかとよくわからんのですけど、

その錯誤が受けたのは平成27年に受けたと、錯誤の指摘を。現在、平成28年

度の決算書に表示する際に、どれが違っておるんですか。需要額が違ってお

るの、収入額が違っておるのというふうに聞いていくと、どこがどう違って

おるのというのはわかるんですか。 

○行政経営課長  両方ありますので、需要額が違う場合もありますし、収入

額が違う場合もあると。 

○東委員  違うというのは、どういう意味なの。その違うというのは、何か。 

○委員長  暫時休憩します。 

午後２時35分  休 憩 

午後２時40分  開 議 

○委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 それでは、村瀬課長、答弁をお願いします。 

○行政経営課長  数字の差につきましては、調整率が復活されていないとい

う要因が１つと、あと交付税検査によります歳入歳出の錯誤額の差があると

いうことでございます。 

○委員長  それでは、質疑も尽きたようでございますので、続いて税務課に

ついて審査をいたします。 

 当局から補足説明がございましたらお願いいたします。 

○税務課長  それでは、税務課の所管につきまして御説明申し上げますので、

歳入歳出決算事項別明細書の66、67ページをお願いしたいと思います。 

 初めに、歳入でございます。 

 １款の市税につきましては、１項の市民税からずうっとおりていきまして

５項の都市計画税まで、このうち現年課税分が税務課の所管となります。 

 次に、飛んでいただきまして、76、77ページをお願いしたいと思います。 

 上段にございます12款使用料及び手数料、２項１目２節徴税手数料で、備

考欄にございます証明手数料初め２項目でございます。 

 次に、98、99ページをお願いしたいと思います。 

 19款の５項２目12節雑入のうち、備考欄の上段にございます税務課分でご
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ざいます。土地整理図等コピー実費徴収金初め２項目でございます。 

 続きまして、歳出でございます。 

 歳出は152、153ページをお願いしたいと思います。 

 下段ございます２款２項１目は税務費でございます。153ページ右側にご

ざいます備考欄、人件費等から始まりまして、進んでいただきまして159ペ

ージ最下段になります、税諸証明書交付事業まででございます。 

 説明は以上でございます。補足説明はございません。どうぞよろしくお願

いを申し上げます。 

○委員長  これより質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

○東委員  主要施策で、例のいまだによくあるのかわからんですけど、返戻

納付書の件数というのが指標で出ていますけど、現実に。それで、残念なが

らまだこういうのが発生するわけでありますけど、なくせるものならなくし

たいというところがあるわけでありますけど、具体的に、今回平成28年度で

いくとこういう実績になっておるわけでありますけど、現実にはこういうこ

とが発生するというのはどういう原因が主にあって、それがなかなか改善に

ならないのかどうかというのがわからないんですけど、その辺のところの状

況をお聞きしたいんですけど。 

○税務課長  返戻納付書の件数につきましては、賦課誤り等によりまして納

税者の方から御指摘をいただいた件数ということで思っていただければと思

います。 

 主な原因でございますが、やはり職員の賦課業務における入力誤りという

ふうに思っていただくのが一番わかりやすいかなと思います。例えば、個人

の市民税で１件ございましたけれども、所得の金額を誤って入力してしまっ

たことで誤ってしまったということですとか、あと軽自動車税での誤りにつ

いては、抹消の入力を、人を誤ってしてしまいまして、正しくやり直したん

ですけれども、その間違った入力を放置してしまったといいますか、当然そ

れは復活させないけなかったものをそのままにしてしまって課税が漏れてし

まったと、そういったことによる６件ということでございますので、先ほど

も申し上げたように、主に職員の入力の誤りが主な原因であったというとこ
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ろでございます。 

○東委員  どうしてもそういうことが起こり得るんでしょうけど、実際には

現状のシステムでいくと、作業の流れからいくと、それを例えば防ぐシステ

ムといいましょうか、あるいはそれを事前に納税者に送る前に発見するシス

テムというか、そういうものはもともと、今の現状でいくと、これはもうそ

れが施しようのないという言い方は失礼だけど、そういうところの起こり得

る話ということなんでしょうかね。 

○税務課長  システムもどんどん進化してきまして、例えば確定申告書にし

ましても電子データでいただいて自動的にデータが落ちるような、そういう

ことで人間の手が入らないようにどんどんなってきておりますので、そうい

った面ではよろしいんですけれども、やはり例外的に人間がどうしても入力

をしなければいけない、手で所得を入れなければいけないというものも、幾

つかそういった作業も残っておりますので、そういうミスをなくすようなシ

ステムにはしておりますけれども、どうしても人間がやる部分、そこは当然

チェックをしなければいけませんけど、それもちょっと漏れてしまったとい

うことが今回の原因であると考えております。 

○牧野委員  成果報告の355ページで、土地調査評価事業で事業実績が平成

27年度、平成28年度、平成29年度で委託費が結構ばらつく理由は何でしたか

ね。 

○税務課長  これは３年間ですね、３年に１度の評価がえということで、今

度は平成30年度にございます。絶えずその前の３年間は、土地の評価につい

て評価を、評価がえということで業務を委託して、ずうっと今後も３年ごと

に続いていくという内容になりますけれども、中身がちょっとここに主な業

務内容とございます１年目、平成27年度は標準宅地の位置ですとか状況類似

区分の課題の抽出云々とございますけれども、それぞれの年度で当然やる事

務量が違いますので、それに見合った委託料を払います。 

 こちら2,426万7,600円と合計がございますけれども、３年間分を一括で契

約いたしまして、３年に分けてお支払いをしていくんですけれども、それは

業務量に応じた分をお支払いしておるということでこのばらつきが出ておる

という状況でございます。 
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○牧野委員  そうすると、また平成30年度から３カ年契約で鑑定士に委託し

て、調べる量も何か情勢に応じてばらついて、請求に応じて上げてくるとい

うことなんですか。そうじゃない、こちらから業務の内容を依頼して３カ年

分契約するということですか。ちょっと言っている意味がわからないんだけ

ど、このばらついたことは何となくわかったんですが、３年ごとにずうっと

継続してやっていくんですよね、まずその点は。 

 そこの中で、特に2,006万8,290円を別個に平成30年度の評価がえに向けて

使っていますよね。これはどういう関係があるのですかね。 

○税務課長  この2,426万7,600円、３年間をかけてお願いする土地の評価の

業務がございまして、出来高に応じてばらつきがあるというのは今申し上げ

たとおりでございます。 

 それとは別に、真ん中の年で３年に１度必ずあるのが標準宅地の鑑定評価

に関する業務委託、今回平成28年度でいいますと2,006万8,290円の業務でご

ざいます。こちらは標準的な宅地の鑑定をこれとは別にお願いするというこ

とで、言ってみればこの３年間の継続の契約と、加えてこの標準宅地の鑑定

評価、抱き合わせて初めてこの３年間の評価がえの委託業務が行われるとい

うふうに認識をしていただければと思うんですけれども、委託先が別でござ

いますので、こういうふうに分かれてなっておるという状況でございます。 

○牧野委員  そうすると、この鑑定士が違って、同じ人が同じことをやって

いるんじゃなしに、よく似た名前なんだけど、違うことをそれぞれ３年に１

回ずつ頼んでいるということですね、これからも。 

 これは法的に改善して安くできるとか、そういうことの問題じゃないんだ

ね。 

○税務課長  この３年間の設定業務の委託については５社でやっております

ので、そういう意味では当然一番安いところでお願いをするということにな

るかと思います。 

 もう一つのこの標準宅地の鑑定評価というのにつきましては、これは特殊

な業務で、愛知県の不動産鑑定士協会、鑑定士さんの集まりにしかお願いを

できないものですから１社随契ということになっておりますので、その部分

の内容になっております。 
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○委員長  ほかに質疑はありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  質疑も尽きたようでございますので、続いて収納課について審査

を行います。 

 それでは、当局から補足説明がございましたらお願いいたします。 

○収納課長  それでは、収納課の所管について御説明させていただきますの

で、よろしくお願いいたします。 

 まず歳入からお願いいたします。 

 決算書、歳入歳出決算事項別明細書の66ページ、67ページをお願いいたし

ます。 

 １款市税、１項市民税から、下段の５項都市計画税までのうち、２節滞納

繰越分でございます。 

 次に86ページ、87ページをお願いいたします。 

 中段でございますが、14款の県支出金、３項１目１節徴税費委託金でござ

います。 

 続きまして92ページ、93ページをお願いいたします。 

 中段の19款諸収入、１項１目１節延滞金でございます。 

 １枚はねていただきまして、94、95ページをお願いいたします。 

 上段の５項１目１節滞納処分費、中段にございます２目４節土地改良区費

徴収交付金でございます。 

 98ページ、99ページ、上段をお願いいたします。 

 19款諸収入で、５項２目雑入、配当割額・株式等譲渡所得割額払戻金524

円でございます。 

 続きまして歳出です。 

 恐れ入りますが、160ページ、161ページをお願いいたします。 

 上段にございます２款２項２目収納費、右側備考欄、人件費等、１枚はね

ていただきまして163ページの備考欄、納税相談事業まででございます。 

 補足説明はございません。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長  これより質疑を行いたいと思います。 

 質疑はございませんか。 



７６ 

○東委員  滞納繰越金額の総額というのは、どこかに出てくるんですか。総

額って出ないか。滞納繰越金額の実際入金された分。 

 例えば、市税のところでいきますと歳入で滞納繰越分で幾らか入ったとい

うふうに出てきますよね、金額的に。それの合計はどこかに集計が出てくる

んですか。これの何ページかな。主要施策。 

○収納課長  主要施策の成果報告書の20、21ページの一番下の段です。滞納

繰り越し分。 

○東委員  一番最下段ですね。 

○収納課長  はい。ことしですと、158……。 

○東委員  158、258、173ですね。これが収納課で扱う、基本的には滞納繰

り越し分が今年度分で行くと１億5,800万何がしという形がここへ出てくる

と。 

 それで、主要施策の356ページに滞納処分事業で一応事業実績が出されて

おりまして、１つは真ん中辺に実施内容があって、事業実績があって、換価

金額というのがあって、平成28年度の分が一番右端でいくと8,435万637円と、

平成28年度の全部合わせると。これが先ほどの１億5,000万何がしの中には

これが含まれておるということでよろしいですか。 

○収納課長  そのとおりでございます。 

○東委員  それで、あともう一つは活動指標の考え方なんですけど、活動指

標は毎年そうなのかちょっとわからない、前年を余り見ていなくて申しわけ

なかったんですけど、活動指標は差し押さえの処分金額が書いてあって、目

標は差し押さえは200件だよと。あるいは差し押さえは2,600万円ですという

んだけど、実際には716件も差し押さえたり、実際には8,400万円の処分があ

ったよというふうになるんですけど、この目標の立て方というのはどういう

考え方で立てるんですか。これぐらいしかやれんだろうということなのか。 

○収納課長  申しわけございません。 

 目標値でございますが、余り高目な設定はしてありませんが、実績として、

結果的に716件になったという形で、これはその年によって平均がとれると

か、そういうものではないと思うんですね。その情勢にもよって違いますし、

ある程度滞納処分が進んでいけばその件数も減っていってほしいというのは
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希望としてはありますが、委員さんおっしゃるように目標値をどのように決

めたかという明確な答えはちょっと……。 

○東委員  多分、こういう仕事は余り目標を立てるというのもなかなか難し

いなあという気がせんでもないんですね。相手のあることですしね。だから、

あえてこれは目標という言い方が適切かどうかよくわからんなあという気も

するんですけど、こういう場合の仕事のときにね。 

 相手の事情によって、残念ながらそういう処分方法をとらざるを得ないこ

とが起こった場合にはそういうことが執行されると思うんですけど、これが

どうもこういう仕事をやる場合にこの目標を設定してどうのこうのというの

はそぐわないような気もせんでもないんですけど、ただこの主要施策の表記

の仕方が、全て書かないかんもんだからという気がせんでもないんですけど、

現実にこの場合を見ておって、これも本会議でもちょっと議論になったとこ

ろですけど、もともとこれは、でも見ると換価の充当金額もほぼ7,000万円

から8,000万円ぐらいで推移をしていますし、ただ差し押さえ件数は前から

比べると少しずつふえておるような気がせんでもないですけど、現状は。そ

の辺で相手がどんな状況かわかりませんけど、過度な差し押さえになってい

るんではないかという心配があるわけでありますけど、これはこれだけでは

わからないんだけどね。 

 相手の生活が、本来守らないかんなあと私たちは思うのですけど、生活状

況を無視してまではやらんと思いますけど、それに陥ってはいかんもんです

から気をつけていただきたいなあという気がするんですけど、そういうとこ

ろについては数だけではなかなかわかりづらいところだけど、そういう心配

はないのかというのがちょっとだけ言っておきたいんですが、ありませんか。 

○収納課長  委員さんがおっしゃるとおり、何が何でもお金を取るというわ

けではありません。 

 一応、催促状とか、そういう書状を出しても納められないということにな

りますと、こちらもある程度所得状況とかを調査させていただきます。そこ

で預金調査とかをさせていただいて、その残高が出てきますけれども、家族

構成も調べればわるものですから、過度な差し押さえは、生活を壊すような、

逆にお金だけ取ってその方たちの生活が成り立たなくなってもあれですので、
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それは一定の基準を持ってやっております。 

 ただ、こちら側の状況と相手様が思われる状況は違うかもしれないんです

けれども、こちらはある程度それなりの所得を見た上での差し押さえ額を決

めておりますので、そこら辺は御理解いただきたいと思います。 

○委員長  ほかに質疑はございますか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  質疑も尽きたようでございますので、続いて、総務課について審

査をいたします。 

 当局から補足説明がございましたらお願いいたします。 

○総務課長  それでは、総務課の所管につきまして御説明させていただきま

すので、よろしくお願いいたします。 

 最初に、歳入でございます。 

 70、71ページをお願いいたします。 

 下段の欄になりますが、12款１項１目総務使用料、１節総務管理使用料、

備考欄の総務課分でございます。 

 少しはねていただきまして、78、79ページをお願いいたします。 

 下段の欄になりますが、13款２項１目総務費国庫補助金、１節総務管理費

補助金でございます。 

 80、81ページをお願いいたします。 

 下段の欄になりますが、13款３項１目総務費委託金、１節総務管理費委託

金でございます。 

 少しはねていただきまして、86、87ページをお願いいたします。 

 中段の欄になりますが、14款３項１目総務費委託金、３節選挙費委託金で

ございます。 

 その下、４節統計調査費委託金でございます。 

 88、89ページをお願いいたします。 

 中段の欄になりますが、14款４項５目市町村事務移譲交付金、１節市町村

事務移譲交付金でございます。 

 下段になりますが、15款１項１目財産貸付収入、１節土地建物貸付収入で

ございます。 
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 その下、２節使用料及び賃借料、備考欄の総務課分でございます。 

 90、91ページをお願いいたします。 

 中段の欄になりますが、２項２目物品売払収入、１節物品売払収入でござ

います。 

 少しはねていただきまして、94、95ページをお願いいたします。 

 中段になりますが、19款５項２目雑入、３節土地改良区総代会総代総選挙

費委託金でございます。 

 最下段になりますが、11節電話料収入、備考欄の総務課分でございます。 

 少しはねていただきまして、98、99ページをお願いいたします。 

 中段になりますが、12節雑入、備考欄の総務課分でございます。 

 100、101ページをお願いいたします。 

 最下段になりますが、20款１項５目総務債、１節総務管理債でございます。 

 続きまして、歳出でございます。 

 少しはねていただきまして、126、127ページをお願いいたします。 

 中段になりますが、２款１項４目行政事務費、備考欄、人件費等から、

137ページ、固定資産評価審査委員会事業まででございます。 

 少しはねていただきまして、168、169ページをお願いいたします。 

 中段になりますが、２款４項１目選挙費、備考欄、選挙管理委員会事業か

ら173ページ上段、２款５項１目統計調査費、経済センサス事業まででござ

います。 

 少しはねていただきまして、376、377ページをお願いいたします。 

 下段になりますが、11款１項１目庁舎等施設災害復旧費でございます。 

 以上が歳出でございます。 

 補足説明はございません。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長  これより質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

○東委員  決算書の127ページの下段のほうなんですけど、顧問弁護士さん、

この間、市は提携をしているわけですけど、弁護士さんの委託料が 77万

7,600円ということで、前は事件ごとにというと変だけど、頼んでおる時期

があったけど、今は顧問でずうっとお願いしておるわけですけどね。 
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 実際は、平成28年度だけを見てもらえばいいんでしょうけど、仕事の内容

といいましょうか、どれだけ件数があったとか、どういう内容のものがあっ

たとか、その相談内容とか、ちょっとお聞かせいただけますか。 

○総務課長  件数につきましては、平成28年度は23件ございました。 

 こちらのほうは件数は23件でございますが、１件の相談で２回、３回、４

回と相談することもありますが、件数的には23件となっております。 

 例えば、具体的には総務課のほうで入札の方法、今回、下水道課のほうで

新しい入札をしたわけですが、そちらの入札方法の是非をお聞きしておりま

す。入札方法についての是非について。 

○東委員  例をもう少し挙げていただいて、23件もあるということなので。 

○総務課長  健康づくり課のほうで、犬の鳴き声に関する対応の苦情とかで

して、そういった苦情等についてもお聞きしております。 

○東委員  ほかにはないですか。 

○総務課長  あとは、まちづくり課のほうで、道路拡幅事業におけます所有

者との補償の関係で相談もしております。 

○東委員  一番最初に例を示していただいた、例の下水のまとめての一括の

話ですよね。その入札方法の相談というのは。そういうのが弁護士相談が要

るというのがよくわからんのですけど、なぜ要るんですか。弁護士に相談の

必要があったと言われたでしょう、その言い方は、先ほど。ああいうことを

やるのに、何を相談するんですか。 

○総務課長  入札につきましては地方自治法に基づいてやっておるわけなん

ですが、具体的に申し上げますと、地元企業をどの程度入れる、地元企業を

入れて入札はしていきたいなあという考えでおったんですが、たくさん入れ

過ぎると、その条件をつけることによって公正な入札ができるのかどうかと

いう判断とか、そういったことをお聞きしております。念のために確認をし

ているというところです。 

○東委員  あの金額からいくと、一般競争入札の対象になるという可能性は

高いですよね、金額的にいけば。それで、下水であった話でしたから、下水

のときにも幾つかの、言い方は悪いけど地元有利というか、地元の方が参加

しやすいいろいろ条件をつくりましたというところで、あのときに問題ない
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のかと言ったら、いや、ありませんという言い方をしておったけど、そうい

うことが、例えば場合によっては訴えられる可能性があるということかな。 

 例えば企業から、そんなやり方は不公平じゃないかと。その入札上、少な

くともいろんなルールをつくって、例えば市内での活動をやるだとか、そん

なことをいろいろ条件が、市内の企業しかやれないようなことを設けました

よね、あの中に。そういうことが例えば訴訟の対象になると、そういう前提

のもとに相談をするんですか。 

○総務課長  例えばですけど、全てを市内業者でやってしまうと競争原理が

働かないもんですから、そういったことがいいかどうかとか、そういったこ

とをいろいろと確認させていただきました。 

○牧野委員  決算書の129ページで、これが何だか聞きたいんですが、情報

システムの委託料でプライベートクラウド運用委託料が3,600万円、これ毎

年、どういうものだかちょっと聞きたいんですが。プライベートってどうい

うことなのか、よくわからない。 

○総務課長  今、基幹系及び情報系のシステムにつきましては、データセン

ターのほうにデータを置かせてもらって、こちらのほうのサーバーの運用を

しております。そちらのサーバーのほうの保守委託になっております。向こ

うのサーバーを借りて。 

○牧野委員  わかった。どこかにすごいサーバーがあって、セキュリティー

の効いた。その使用料。プライベートクラウドという名前なんだね、これが。 

○総務課長  そうですね。江南市専用のサーバーをそちらのほうに置かせて

もらっているというところです。 

○牧野委員  ということは、毎年これぐらいずつかかっているということで

すね。 

○総務課長  そのとおりでございます。 

○牧野委員  はい、わかりました。 

○古田委員  133ページの庁舎維持管理事業の中になると思うんですけど、

市役所の庁舎は大分老朽化しておりまして、床とかピータイルみたいなもの

とか、相当ぼろぼろでやっているんですけど、これはどこで見ると、修繕費

か何かですか。 
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○総務課長  修繕料のほうに入っております。 

○古田委員  何ページですか。 

○総務課長  今おっしゃってみえた133ページの中段のところ、ここの修繕

料410万円になっております。 

○古田委員  平成28年度は何を直されましたか。 

○総務課長  例えば、第１、第２委員会室の天井の塗装の修繕とか、本庁舎

３階の西廊下のダウンライトの修繕、それから本庁舎１階の相談室のパーテ

ーションを敷き直したとか、そのあたりをやっております。 

○古田委員  結構目に見えるところはやっていただいているみたいですけど、

目に見えないところも結構傷んでいますので、今後よく調査していただいて、

速やかに修繕のほうよろしくお願いします。 

 もう一つ、クーラーもこちらの関係だと思うんですけど、クーラーの保守

点検、何ページになりますか、クーラーの保守点検。 

○総務課長  133ページの庁舎維持管理の委託料のほうの空調自動制御……。 

○古田委員  これは何年ぐらいたっていますか、空調は。 

○総務課長  平成７年に工事をやっておりますので、22年から23年ぐらい。 

○古田委員  ここのところ、以前は毎年不備があって故障が続いて、最近、

順調に動いているみたいですけど、年数も来ておりますので、ここら辺のと

ころもまたちょっと検討していただいて、お金がかかることなので、リース

でやるのか、そういうことも今後検討していっていただきたいなと思います

ので、壊れないうちによろしくお願いします。 

○委員長  要望でいいですか。回答はいいですか。 

○古田委員  回答が欲しい。偉い人に。 

○総務部長  今、課長のほうが答弁しましたように、平成７年に改修をして

22年、23年たっておるということで、エアコンの耐用年数は15年ぐらいと言

われていますので、非常に危険な状態ではあると認識しております。 

 耐震補強事業もやって、まだこれから20年は使っていこうという意志決定

の上、耐震補強もやっておりますので、そういったことから総合いたします

と、当然、空調設備のほうもその間もたせないけないということは、いつか

早い時期に改修が必要であるということは認識しておりますので、財源も見
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ながら計画的にやっていきたいというふうに考えております。 

○古田委員  クールステーションにもなっていますので、よろしくお願いし

ます。以上です。 

○東委員  決算書の131ページの最上段ですけど、情報システム改修等事業、

主要施策は357ページに大体事業実績がここで報告をされています。 

 マイナンバーの関係の改修がここでまた行われておるわけでありますけど、

気になるところは、この事業実績の中にこういう内容で、特に我々心配して

おる特定個人情報保護評価書なども作成もし、見直しも行っておるという形

で管理をやっていただくわけでありますけど、今後の方向性のところに他の

自治体との連携開始に向けた確実に副本の登録を行う必要があるという表現

がありまして、先ほど補正予算でシステム改修をやるという話があって、他

の自治体との連携もあるよという話がありましたけど、ちょっとこれに関連

するのかなという気もせんでもないんですけど、こういう場合に、これは決

算状況を見ると予算で約4,100万円ほどで決算が4,000万円ですけど、国庫支

出金がそのうちの1,100万円ですから４分の１ぐらいしかなくて、あと一般

財源で賄っておるわけですけど、本来、最初のころは国費が一定出してきて

進めてきたけど、どんどんと自前の金を出さなくちゃならなくなってきてお

るんですけど、この方向性にあるような、１つは他の自治体との連携開始に

向けた確実な副本の登録が必要だというこの意味ですね。これはどういう意

味合いがあるのかということと、もしこういうことが必要でこういう仕事を

やる場合、こういうのは本来の国が進めるナンバー制度のもともとの仕事の

中に入っておる仕事なのか、独自に市がこういうことが必要だと思ってこれ

を掲げておるのか。 

 本来、マイナンバー制度からいけば、こういうものが必要だということで

あれば、当然国が持つべきことのような気もするんですけど、その辺はどう

いうふうに考えてみえるのかをちょっとお聞きしたい。 

○総務課長  まず確実に副本の登録を行うというところがあるんですが、そ

ちらにつきましては、中間サーバーに江南市のデータを登録するということ

になります。そのデータを登録することによって、各地方公共団体が情報の

やりとりをしていきます。 
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○東委員  そのことが登録と。中間サーバーの登録を副本というんですか。 

○総務課長  はい、そうです。 

 それから、江南市独自の事業なのか国の事業なのかというところでござい

ますが、こちらにつきましては国の事業というふうに認識しております。法

改正等がございますと、今回も標準レイアウトのほうを改正、修正するとい

うことになるわけですが、一定の改修につきましては今年度である程度終わ

っていきまして、情報連携につきましてもこの７月から試行運用が始まって

おりまして、10月から本格運用が始まっていくわけなんですが、来年以降、

法改正がありますと法改正をするたびにそのシステムの改修が必要になるか

どうかはちょっとわかりませんけど、システムの改修をしなければならない

可能性も出てくると考えております。 

○東委員  基本的には、この副本の登録というのは中間サーバーに保管して

いくということで、それはそれで当然必要なことだということで、当然これ

は、このマイナンバーシステムの事業の一環としては必要なものだというこ

とでね。それは当然、国からの何らかの財源措置があるかなということでし

ょうね。 

 これはわかるかどうか、大体ほぼ改修が終わって、これからまだ逐一ある

かわからないけど、現時点でこれで大体ほぼ流れができたということになる

と、もともとこの事業で総額、江南市は幾らこの事業にかけたかというのは

わかるんですか。 

○総務課長  この事業のほうですけど、平成26年度から始まっておりまして、

今回の９月補正の分までも含めさせていただきますと約２億2,660万円ほど

になっております。 

○東委員  それで、そのうちの国からの財源補填はどれぐらいあったんでし

ょうか。 

○総務課長  国からの国庫補助金につきましては、9,770万円ほどです。 

○東委員  ちょっと予想より少ないと印象を持ちますけど、最初のころはそ

れなりの出してやりかけた思いがあったんですけどね。本当に今の9,700万

円というのは間違いないか。本当にそうなの、国はそれしか出さないの。あ

あ、そうですか。 
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○委員長  ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  質疑も尽きたようでございますので、続いて、会計課について審

査をいたします。 

 それでは、当局から補足説明がございましたらお願いいたします。 

○会計管理者兼会計課長  それでは、会計課の所管について御説明させてい

ただきます。 

 歳入歳出決算事項別明細書の92ページ、93ページの中段をお願いいたしま

す。 

 会計課所管の歳入でございます。 

 中段の19款２項１目市預金利子、１節預金利子でございます。 

 ３枚はねていただきまして、98ページ、99ページの中段をお願いいたしま

す。 

 19款５項２目雑入、12節雑入の会計課所管分は、業者用納品書売捌収入、

愛知県証紙売捌手数料、過誤納取得金でございます。 

 歳入は以上でございます。 

 続きまして、会計課所管の歳出でございます。 

 少しはねていただきまして、150ページ、151ページをお願いいたします。 

 150ページ、151ページの下段、２款１項７目会計管理費、人件費等から、

はねていただきまして152ページ、153ページの中段、徴税費の前まででござ

います。 

 補足説明はございません。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長  これより質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  質疑もないようでございますので、続いて、監査委員事務局につ

いて審査をいたします。 

 当局から補足説明がございましたらお願いいたします。 

○監査委員事務局長  それでは、監査委員事務局の所管につきまして御説明

させていただきます。 
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 歳入はございませんので、歳出について申し上げます。 

 決算事項別明細書の172、173ページをお願いいたします。 

 中段の２款６項１目監査委員費でございます。右側の備考欄の人件費等か

ら、次の174、175ページ上段の愛知県都市監査委員会事業まででございます。 

 補足説明はございません。よろしくお願いいたします。 

○委員長  これより質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

○東委員  意見書のほうのまとめがあって、ここには時間外勤務の関係とか、

幾つか本会議で取り上げられた問題があるんですけど、予算の流用というの

も今回も、前回もあるわけですけど、なかなか決算書では私も拾い切れなく

て、どこがどう利用されておるのかというのは。 

 本当は本会議で聞くべきところだったんですけど、ちょっと申しわけない

んですが、ここには具体的にどこというふうに記載はないわけでありますけ

ど、表現の方法としては、設計変更などで事業費の増額のために補正予算措

置を行わずに流用によって予算を執行というのが書いてありまして、もちろ

んそれは認められた手法ではあるというものの、本来であればきちっと補正

予算を計上してはどうかというのがあるわけで、時々私どももそういう経験

をするわけでありますけど、場合によっては。補正予算のときに、極端な場

合は補正予算そのものが問題だというときもあるわけですけど、あえてこの

ように指摘をされておるような事業としては、その特徴的なものが何かある

かというのをちょっと確認したかったんですが。 

○監査委員事務局長  節または細節で100万円以上の流用について、ちょっ

と調べさせていただきました。 

 全部で４件ございまして、教育課が２件、子育て支援課が１件、市民サー

ビス課が１件という形で、都合４件、100万円以上の節または細節への流用

がございました。 

○東委員  それで、どこまで紹介していただくかわかりませんけど、例えば

今100万円以上のものでと重立ったものを出していただきまして、もうちょ

っと具体的に、例えば教育で２件、子育てで１件、市民サービスで１件とい

う話がありましたけど、実際、これが補正を計上していたとか、とてもそん
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なふうなことができなかったような事業内容だとか、その辺のところの、こ

れは監査委員さんの意見ですからどういうふうになるかわからないんですけ

ど、もう少し、あえてこのように指摘がある中の１つだということであれば、

もう少し事情が本当にそうなのかというところで確認したいんですけど。 

○監査委員事務局長  教育課の２件につきましては、学校施設管理事業とい

う形で小学校と中学校についての修繕料の不足分、緊急を要する修繕の実施

という形で、小学校については262万3,000円、中学校については127万1,000

円、それぞれ流用されたところがございます。全体としては3,000万円とか

1,600万円という予算がございますので、その修繕としての緊急を要すると

ころに流用して修繕を行ったという部分でございます。 

 それから、子育て支援につきましては、特定教育・保育事業というものが

ございまして、施設型の給付費が5,000万円ぐらいの予算があるわけですけ

れども、流用金額としては負担金、補助及び交付金で111万3,000円の施設型

給付費の流用をしております。 

 もう１個ありました市民サービス課につきましては、これも修繕料でござ

いまして、布袋ふれあい会館の維持管理事業で、ふれあい会館の空調機と、

それから排煙窓開閉装置と移動間仕切りの壁が壊れたということで、そうい

った修繕で109万5,000円の流用でございますので、ほとんどが緊急を要する

修繕等の事業と、あと負担金で予想以上の措置が必要になったという形で流

用されたものでございます。 

○東委員  まずふれあい会館のほうはちょっと覚えがあるような気もするん

ですけど、この指摘の意味がよくわからなかったのは、例えば一応流用はす

るものの、あと補正を組んでまた補正で戻してやるよというふうに一般的に

はよくやるじゃないですかね。そういう緊急事態の場合はそれはあり得る話

ですよね。あえてこの指摘があるということは、そういうこともせずに終わ

ってしまったという意味なんでしょうか。 

○監査委員事務局長  監査委員さん、稲山委員さんもいらっしゃるわけです

けれども、基本的には予算措置をしていただきたいと。当初予算に限らず、

補正予算も含めて予算措置して、そこの中で議会の承認を得られて執行して

いきたいというのはございますけれども、先ほどおっしゃられたように緊急
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を要するものとか、どうしてもその枠内で動ける限りで、それぞれの目ごと

に事業費がございますけれども、許される限りで流用は認めておりますので、

そこの中まではいいんじゃないかということですけれども、まま、工事請負

費等で流用が他課にあったこともございますので、昨年度も指摘していらっ

しゃいますけれども、今年度も指摘されたというふうに思っております。 

○委員長  ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  質疑も尽きたようでございますので、続きまして、消防本部総務

予防課について審査をいたします。 

 当局から補足説明がございましたらお願いいたします。 

○総務予防課長  それでは、消防本部総務予防課所管につきまして御説明さ

せていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 歳入歳出決算事項別明細書の74ページ、75ページをお願いいたします。 

 最初に歳入でございます。 

 上段にございます12款１項６目１節消防使用料、備考欄にあります総務予

防課、消防施設目的外使用料でございます。 

 次に78ページ、79ページをお願いいたします。 

 上段にあります同じく12款２項６目１節消防手数料、備考欄にあります総

務予防課、危険物施設設置（変更）許可検査等手数料と煙火消費許可申請手

数料でございます。 

 はねていただきまして、80ページ、81ページをお願いいたします。 

 上段にあります13款２項３目１節消防費補助金、備考欄にあります総務予

防課、高規格救急自動車購入費補助金でございます。 

 次に88ページ、89ページをお願いいたします。 

 下段にございます15款１項１目２節使用料及び賃借料、備考欄にあります

総務予防課、消防庁舎自動販売機設置場所貸付収入でございます。 

 次に94ページ、95ページをお願いいたします。 

 下段にございます19款５項２目９節公務災害補償基金支出金、備考欄にご

ざいます総務予防課で、消防団員等公務災害補償基金支出金でございます。 

 続いて98ページ、99ページをお願いいたします。 
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 19款５項２目12節雑入で、中段にございます総務予防課で、コピー等実費

徴収金から自動車損害共済災害共済金まででございます。 

 以上が歳入でございます。 

 続きまして歳出でございます。 

 大きくはねていただきまして、294ページ、295ページをお願いいたします。 

 中段にございます９款消防費、１項消防費、１目総務予防費、備考欄にあ

ります人件費等から、少しはねていただきまして、309ページ中段にありま

す液化石油ガス届出受理等事業、19節負担金、補助及び交付金まででござい

ます。 

 なお、補足説明はございません。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長  これより質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

○尾関（昭）委員  主要施策成果報告書の93ページです。 

 例年どおり平成26年度、平成27年度、平成28年度と立入検査はほぼ横ばい

でやっていらっしゃるんですけど、改善指示数だけが平成28年度で突出して

194件ということになっているんですけれども、ここは何か調べる細目をふ

やしたとか、厳密化されたとか、何か理由があるんでしょうか。 

○総務予防課長  この表を見ていただきますと、右から２番目の複合用途対

象物とありますけれども、ここにありましては平成26年度、平成27年度とな

りますと99件、立入検査した場所が特に多くやったということで、そこに指

示数があったということで、今回、平成28年度におきましては改善指示数が

大幅にふえたということであります。 

○尾関（昭）委員  はい、わかりました。 

○東委員  その同じ94ページにその総括が出てくるわけですよね。それは結

果で、こういうふうに結果をしていただいて、いわゆる今後の方向性という

ところで一定の検査のために一定の年数がかかるということで、計画の見直

しが必要という課題があるという形で、それを改善していくための対象を絞

り込んで実施だとか、他課からの協力を得るということも書いてありますけ

ど、例えばこういう場合は、場合によっては絞り込むというのはやらなくて

もいいというように受け取れるんですけど、例えば。それは間違っておった
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ら言ってもらいたい。この言い方ね。 

 それから、あと他課からの協力という場合、この他の課というのは具体的

に、消防は２つしかないわけだからね。いわゆる全く消防とはまた別の消防

本署と違うところからの意味からの課という意味なのか。 

 それから、あといわゆる重大な消防法違反対象物に対しては是正を行うこ

とと書いてありますけど、実際、今回、平成28年度まででいいわけですけど、

その重大な違反対象物というのが残されておるのかという３点ほどなんです

けど。 

○総務予防課長  まず１点目の絞り込んで実施するというのは、防火対象物

が余りにも、3,000幾つありますもんですから、１度やったところは順次外

してまた後の年にやるんですけれども、3,000幾つありますと、やはり回れ

るところがなかなか行けないもんですから、そこをまず今回絞り込んでいろ

いろと対象物を主にやったということで、絞り込んできたと。順次絞り込ん

でいくということで、最終的には3,000幾つという防火対象物を全てやって

いかなきゃいけないなあということで見ています。 

 それとあと、他課からの協力を得ると。今、立入検査をしているところの

グループが総務予防課では指導グループというのがございまして、その指導

グループというのは立入検査以外に、ほかの業者さんが来たりとか結構あり

まして、あとほかには避難訓練とか、そういったものに職員を派遣しないか

んもんですから、そういったところでちょっとほかのところから。この他課

というのが、申しわけございません。これ同じ総務予防課の予防グループが

あるもんですから、そちらのほうから応援をかけていただいてやっていただ

いているというような状況でございます。 

 それと、今回、重大な法令の違反対象物とございますけれども、平成28年

４月１日現在では33棟ございまして、そのうち11棟を実施いたしまして、11

棟のうち６件が改善されたということで、まだほかにも、やはり施設設備を

つけると高額な金がかかってくることもございますので、そういったところ

はまだ改善はされていないということでございます。 

○東委員  一番最初のところの、前も聞いたとき、一定、ローテーションと

いうと変だけど、数が多いわけだし、そんなに毎年毎年必要なければ一定の
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年数をかけてやっていくというような方式も考えておるというような話があ

った覚えがあったんですけど、そういうことではなくて、実際には約3,000

件近く本来あるわけですから、そこの絞り込みという意味がよくわからなか

ったんですけど、今の言い方だと、でも全体をきちっとしてやるということ

は計画的にある年は何件ずつやっていって、順番にやっていってという意味

合いならそういうことだと思うんですね。 

 それをもう一回確認しておきたいということと、それから、今の法令、重

大な違反物件33棟が指摘があったという言い方ですけど、具体的に平成28年

度の種類別でいくと、どこでどれだというのはわかりますか。例えば。 

○総務予防課長  その重大な対象物でございますけれども、まず平成28年度

の一番左から、映画館・公会堂等で１件、物品販売店舗で３件、それから病

院施設・幼稚園で１件、それから工場・倉庫・事務所で３件、複合用途対象

物で５件の合計12件で、実施棟数が11件です。 

○東委員  その前段の、今までやったところだという意味やね。 

 まず前段の重要違反があったのは33と言ったのは、まず最初、どこですか

と聞いたんです。 

○総務予防課長  済みません。今ちょっとその33棟の資料がございませんの

で、申しわけございません。 

○東委員  実施したのは、11はそこだよということだよね。 

 対象物件によっては、人の出入りのあるところだとか、そういうところで

ある程度一定の対処をしてもらわなくちゃならんところ等もある。今の財政

負担もあるということですからね、これをどうしてもクリアしようと思うと。

その辺の兼ね合いも出てくるんでなかなか大変だなあという気がしますけど、

その辺のところでは残されておるところというのは、まだ現実には。何かそ

ういうときに、例えばあれですか。計画的に、例えば１年とか２年かけてや

るとか、そんなものも何か返答が来るんですか。やられていない、残された

ところというのは。その辺まで確認されるんですか。 

○総務予防課長  本年度、平成28年度で実施して改善をしてくださいよと指

示はしたんですけれども、平成28年度中に改善はされなくて、それを持ち越

して次の年ということもありますので、そのときにはもう指示はしてきてあ
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るもんですから。 

○東委員  当然そうなんだけど、それを例えば、ことしできなかったけど、

指示されて、改善指導が出て、ことしやれるところはいいわけですよね。で

も、やれていないときに、じゃあ来年にやるのか、あるいはその２年先にや

るのかとか、そういうことの確認などはされるんですかという意味です。 

○消防長  済みません。私のほうから少し補足させていただきます。 

 いわゆる重大違反と申しますのが、例えば不特定のお客さんとかが入る建

物であれば、基本です。原則です、あくまで。300平米以上の建物、あるい

は特定の例えば従業員さんとか、そういうところが入る建物でありますと

500平米以上というものに自動火災報知設備というものがかかりますので、

国にありましては、この自動火災報知設備、もしくはそれ以上の消火設備な

んかが不足している、あるいは全くついていないところに関して重大違反と

いう捉え方をしておりまして、国に関しましてはそのときそのときではなく

て、その重大違反というのをなくしていきましょうという音頭をとっており

まして、それに対しての是正でございますので、単年度ではなくて、担当の

ほうも粘り強く是正違反に向けて努力はさせていただいておりますので、先

ほど課長のほうからもありました、平成28年度だけで終わらない部分は、さ

らに追加でお願いしていって、平成29年度で解消したというものもございま

すので、よろしくお願いいたします。 

○東委員  それで、こういう場合の今具体的な内容を紹介していただいたわ

けですけど、その辺の法的にどこまで義務づけられるとか、例えばもしやら

なかった場合、何らかの罰則があるだとか、そういうような何か厳しいもの

があるんですか。それはないんですか。 

○消防長  消防法令違反でございますので、当然罰金等の違反というのはご

ざいます。ただ実際に、そのために裁判沙汰等となりますと、相手方の生活

もあることでございますので、なかなかそこまでは踏み切れないのが現状で

ございます。 

○牧野委員  関連で、93ページの成果報告書なんですが、この対象物棟数が

3,036と入っていますよね、平成28年度の。ここの中で、僕よくわからない

んだけど、年に２回、消防検査が義務づけられているのは、これは全部そう
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なんですか、3,000。そういうことではないの。 

○総務予防課長  この3,036棟のうちには、２回やる防火対象物と１回でも

いい防火対象物がございます。 

○牧野委員  ２つが入っているんだ、ここの中には。 

○総務予防課長  はい、両方入っています。 

○牧野委員  そうすると、検査をして検査結果が消防署へ来ますよね。改善

命令書が来ますよね。10項目あって、５項目でも直した場合は改善に入るん

ですか。それとも、これは10項目指摘しているんだけど半分しか直っていな

いと。すごく金のかかるものは直していないというときは、改善にはなって

いないという数字ですか、これは。 

○総務予防課長  改善指示をした場合は、その指示した全てやって初めて改

善したということです。 

○牧野委員  そうすると、この改善指示書を出したけれども、これは本当に

やらなきゃいけないけどやっていないなと思ったところを消防署員が別個に

立入検査をしているというのがこの数字ですか。実施棟数というのは、そう

いう数字ですか。 

○総務予防課長  はい、そのとおりです。 

○牧野委員  わかりました。これは粘り強くやるしかない。 

○委員長  ほかにございませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  質疑も尽きたようでございますので、続いて、消防署について審

査をいたします。 

 それでは、当局から補足説明がございましたらお願いいたします。 

○消防署長  消防本部消防署所管の歳入歳出決算につきまして御説明を申し

上げます。 

 歳入について御説明を申し上げますので、決算事項別明細書92、93ページ

をお願いいたします。 

 上段にございます17款２項１目１節基金繰入金、内容につきましては備考

欄、消防安全課、江南市ふるさと応援事業基金繰入金でございます。 

 次に、歳出について御説明申し上げますので、大きくはねていただきまし
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て、308、309ページをお願いいたします。 

 中段にございます９款１項２目消防署費から、318、319ページの上段、教

育費の前まででございます。 

 なお、補足説明はございません。よろしくお願いいたします。 

○委員長  これより質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

○牧野委員  決算書の319ページ、ここの備品購入費のタブレット端末、１

台買われたと思うんだけど、これは何に使っているんですか。 

○消防署長  このタブレット端末にありましては、指揮司令グループのほう

で、現場のほうで活用させていただいております。現状は、車に積載してご

ざいます。 

○牧野委員  もうちょっと詳しく使い方を教えてもらえますか。 

○消防署長  現場のほうで、情報収集のほうに使わせていただいております。

水難現場ですとか、火災現場のほうで。もう一つ、データの検索もできるそ

うです。 

○牧野委員  これは１台、指揮車にあれば、ほかの人はそこから、指揮者が

それを見て判断するんだね。ほかで指令を飛ばすわけじゃなしに。指揮をす

るのとデータを検索する。 

○消防署長  １台ございまして、指揮隊という形で、災害がありますと出て

いきますその指揮、現場のほうでその１台、タブレットを使わせていただき

ます。 

○東委員  防火水槽の関係で、主要施策97ページに事業の説明がありますの

でそこでちょっと詳しくわかりますが、対象箇所の表現の方法で、基本的な

市街化区域は500メートル方眼で、市街化区域以外は半径350メートルの円で

包含し、未包含地域20カ所の防火水槽選定で合計20カ所、全部で20カ所とい

う意味ですか、これは。 

○消防署長  防火水槽の震災対応化事業の中で、今委員おっしゃられました

市街化区域にありましては500メーターの方眼、市街化区域外にありまして

は300メートルの方眼ということで、その中に耐震防火水槽等があればそこ

を除きますし、その中でないところを円で包含させていただきまして、計画
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をさせていただいています。 

○東委員  今までの実績をちょっと覚えておらんで申しわけないんですけど、

耐震そのものはもともとは少なかって、そうすると500メートル方眼という

のは縦横ですよね、方眼だから。500メートルの中に１カ所あればそれはそ

の方眼はクリアされていくわけでしょう。 

 市街化調整区域の場合は300メートル、これは円でしょう。これは円をく

るくると巻くわけだわね。その未包含地域、円をくるっと巻いていって、も

ともとは防火水槽があるじゃないですかね。水槽があって、そこに耐震化し

たものを埋め込んでいきたいということですよね。かえていくというのか、

どういう意味ですか。 

○消防署長  委員おっしゃってみえる97ページということで、防火水槽の耐

震耐用化事業ということで、経年しました防火水槽、耐震じゃない防火水槽

に、ここに書いてありますとおりシートをつける工事でございまして、その

選定方法としまして、古い防火水槽にそのシートをつけるということでござ

います。 

 その中で、市街化区域にありましては500メートル方眼ということで、密

集地になると思いますけれども、このあるところは除きまして、ないところ

の耐震になっていません防火水槽にこの事業をしております。 

○消防長  済みません、私のほうから少し補足をさせていただきます。 

 確かに江南市内全部で443基の防火水槽があるんですが、そのうち耐震性

の防火水槽というのは74基しかございませんので、単純に水槽をそれぞれ先

ほどの500メートルの方眼、あるいは350メートルの円を内接した方眼という

のは、あくまで耐震性を持っている防火水槽を包含いたしまして、それで包

含できないエリアをピックアップして、もう一つはいわゆる民地でない防火

水槽という条件もつけさせていただくんですけれど、そういう耐震性の防火

水槽の空白エリアというのを20カ所ピックアップさせていただいて、そこの

既存防火水槽を簡易耐震化するという事業でございますので、よろしくお願

いいたします。 

○東委員  そうすると、もともと74基あって新たに20基つくる。このシート

でやっていって、耐震化が促進されるということになるわけですけど、そう
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すると約100基近くになるわけですけど、74基と20基で94基で。基本的には、

そこまでいけば耐震化でそれだけ覆われれば、例えば市街化なら500メート

ル方眼で、いろいろ調整区域は円で覆っていって全部完成すれば94基になる

わけですけど、江南市のエリアでいけば、それで基本的にはもう耐震化とし

ては充足されましたという判断になるんですか。 

○消防長  申しわけありません。 

 先ほど、前提条件の中で申し上げさせていただきました、いわゆる既存の

防火水槽の中には公有地にございますものと民地にございますものがありま

すので、民地の場合は、もしこれ簡易耐震化しましても後で地主さんから返

却してくれと言われた場合には困るもんですから、いわゆる民地で返却とい

うことを言われない水槽だけをピックアップしますので、必ずしも先ほどお

っしゃられた94基で市内全てを包含できるものではございません。 

 ただ、うちとしましては、その条件を満たした防火水槽をピックアップし

ていった中で20基をセレクトさせていただいたということでございます。 

○委員長  ほかに質疑はございますか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  質疑も尽きたようでございますので、これをもって質疑を終結い

たします。 

 暫時休憩いたします。 

午後４時07分  休 憩 

午後４時08分  開 議 

○委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 それでは、採決に移ります。 

 議案第46号を挙手により採決します。 

 本案を原案のとおり認定することに賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長  賛成多数でございます。よって、本案は原案のとおり認定されま

した。 

 以上で当委員会に付託されました案件は全て終了いたしました。 

 なお、委員長報告の作成につきましては、正・副委員長に一任いただきた
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いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 暫時休憩します。 

午後４時09分  休 憩 

午後４時20分  開 議 

○委員長  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  行政視察について 

 

○委員長  行政視察についてを議題といたします。 

 この件につきましては、去る６月の委員会におきまして正・副委員長に一

任していただいており、そうしたことから検討した結果を本日、御報告させ

ていただきます。 

 まず日程は、10月18日水曜日から10月20日金曜日までの２泊３日でござい

ます。 

 視察先と調査内容につきましては、お配りしてありますように、10月18日

水曜日は熊本県氷川町でまちづくり条例についてを、翌19日木曜日は熊本県

宇土市で熊本地震についてを、最終日の20日金曜日は鹿児島県鹿児島市で連

携中枢都市圏形成事業についてと移住促進事業についてを、それぞれ調査を

いたします。 

 このような内容で進めていきたいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  御異議なしと認めます。それでは、よろしくお願いいたします。 

 なお、詳細な資料につきましては、来月中旬までに事務局から届けさせま

すので、視察当日にお持ちくださるようお願いいたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  常任委員会の研修会について 

 

○委員長  続きまして、常任委員会の研修会についてを議題といたします。 

 資料を配らせていただきます。 

 この件につきましては６月の委員会で議題とし、御意見や御提案を事務局
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までお知らせいただくようになっておりしまたが、こうした提案がございま

したので、皆様にお配りさせていただきました。 

 提案していただいたのは、古田委員からでございます。何か補足説明がご

ざいましたらお願いします。 

○古田委員  以前、建設産業でしたかね、防災安全課が本庁にあったときに

チェックしていただいて、あの当時、防災安全課が２階にあったんですけれ

ども、見えて途端に庁内を、写真をばあっと撮られて、指摘がありました。

防災安全課なのに安全じゃないと。上にパソコンが置いてあって、このまま

地震が来たらぱーんと飛んでいくぞといって。防災センターができたところ

の防災安全課は、いろんな本箱とかああいうのもきちんと固定をされました。

僕が言ったことはよくなるからねと言われて、１度訪問したところは、再度

伺いたいという要望もされて帰られたわけでございます。 

 当時の課長さんは、片野さんが課長さんでしたね。相当な指摘を受けたと

ころでございますが、当時、家具転倒防止の補助金もないような時代だった

と思いますけれども、本当にどういうことが必要だという、江南市はゼロ海

抜のあま市だとか津島市だとか、そういうところで生き残った人を遠隔地で

面倒見ないかん地域ですよと。だから、自分たちの命は必ず守るように、家

具の下敷きになって死ぬことがないように、きちんと家の耐震と家具転倒防

止をするべきだよということを言われた。あれから何年かたっておりますけ

れども、議員さんも新しくなっていますので。 

○委員長  平成22、23年ごろだと聞いていますけど。 

○古田委員  そうですね。改選前です、とにかく。だから、新人の議員さん

は多分聞いていないと思いますので。 

○委員長  七、八年はたっていますかね。 

○古田委員  当時、御無理を言って３万円で来ていただいて、石黒課長さん

が当時事務局に見えて、ネットで全部連絡をやって、来ていただきました。

全国を飛び回ってみえる人ですので。 

○委員長  かしこまりました。 

 講師の方は、名古屋大学教授の福和伸夫さんですね。 

 テーマについては、また講師の方と相談して決めさせていただきたいと思
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います。 

 こうした案で決定してよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  御異議もないようでございますので、この案に決定いたしました。 

 なお、講師の都合もございますので、日程調整等を正・副委員長に一任し

ていただきたいと思います。これで御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  御異議もないようでございますので、それではそのように決定さ

せていただいて、後日御報告させていただきたいと思います。 

 以上で、本日の委員会の議題は全て終了いたしました。 

 本当にきょうはスムーズな進行に協力いただきまして、１日で委員会を終

わることができました。本当にありがとうございました。 

 以上で、総務委員会を閉会といたします。 

 

午後４時26分  閉 会 
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